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平成２７年度

第１９回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する規則の一部改正について

第２号議案 平成２８年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について

第３号議案 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正

について

第４号議案 教職員の懲戒処分について

第５号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②「教育県大分」の創造に向けた意見交換会の概要について

③大分県子どもの貧困対策計画（仮称）の素案について

④平成２７年度日本学校農業クラブ全国大会等の結果報告について

⑤平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

（３）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 教育長 工 藤 利 明

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

参事監兼教育財務課長 岡 田 雄

参事監兼高校教育課長 岩 武 茂 代

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

福利課長 姫 野 浩 之

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 ６ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２７年度 第１９回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、岩崎委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１５時４５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第４号議案及び第５号議案については、人事に関する案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定により、これを公開しないことについて委員の皆さんにお諮りいたし

ます。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第４号議案及び第５号議案については、非公開といたしま

す。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【議 案】

第１号議案 大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規則の一部改正について

（工藤教育長）

それでは、第１号議案「大分県教育委員会に係る行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について」提案しますの

で、能見教育改革・企画課長から説明いたします。

（能見教育改革・企画課長）

第１号議案「大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する規則の一部改正について」説明いたします。本件は、

１ページの提案理由にありますように、電子署名に係る地方公共団体の

認証業務に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるた

め、提案させていただくものです。

資料１の「１ 行政手続オンライン化法」をご覧ください。国におい

ては、申請等の手続を情報通信技術を利用する方法、いわゆる行政手続

オンライン化によることを目標とし、行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律、いわゆる行政手続オンライン化法が平成１４年

に公布され、１５年に施行されております。この法は国の法律、規則に

基づく手続についてのみ規定しており、自治体の条例、規則に基づく手

続につきましては対象としておりません。そして、この行政手続オンラ

イン化法第９条において、地方公共団体の手続のオンライン化の推進を

求める規定を設けております。

この法律を受けて、県では行政手続オンライン化条例を県民の利便性

の向上と行政運営の簡素化及び効率化を図る観点から平成１６年に制定

し、「３ 行政手続オンライン化規則」にありますように、条例におい

てオンライン化による申請、処分通知などの手続の詳細については規則
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等で定めるとしているため、教育委員会規則として、本規則を制定して

おります。内容は、知事部局の規則と同じものです。

「４ 規則の概要」をご覧ください。「（１）②」に記載のとおり申請

を行おうとする者は、電子署名と電子証明書を送信する必要があります。

電子署名とは「備考」の「注１」にありますようにいわゆる「印鑑の電

子版」であり、電子証明書とは同じく「注２」のいわゆる「印鑑証明の

電子版」です。このほかにＩＤとパスワードを利用する方法にもよるこ

とができるとされております。処分通知、縦覧、作成については記載の

とおりです。

続きまして、今回の規則改正の概要について説明いたします。「５

規則の一部改正」をご覧ください。冒頭に提案理由として申し上げたと

おりですが、「（１） 改正理由」にありますとおり、番号法、マイナン

バー法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による電子署

名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、規定

の整備を行うものです。内容としては「（２）」にありますとおり、法律

の題名の改正に伴うもの、電子証明書の定義の改正に伴うものでありま

して、資料２の新旧対照表を添付しておりますので併せてご参照くださ

い。施行期日は法の施行と併せて、平成２８年１月１日となっておりま

す。

以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（工藤教育長）

よろしいでしょうか。

それでは、ご意見等ないようですので、第１号議案の承認についてお

諮りいたします。第１号議案について承認される委員は挙手をお願いし

ます。

（採 決）

（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 平成２８年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について

（工藤教育長）

次に、第２号議案「平成２８年度大分県教育庁定期人事異動方針につ
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いて」提案しますので、藤本教育人事課長から説明いたします。

（藤本教育人事課長）

第２号議案「平成２８年度大分県教育庁定期人事異動方針について」

説明いたします。

５ページの新旧対照表をご覧ください。昨年度の定期異動方針からの

変更点を中心に説明いたします。

この異動方針は、教育庁本庁、地方機関及び学校を除く教育機関の職

員の定期人事異動にあたり、「第１ 基本方針」、「第２ 昇任等」、「第

３ 異動」、「第４ 退職」の４項目について方針を定めております。

初めに、「第１ 基本方針」についてです。大分県長期教育計画を実

効あるものにするために、「生涯にわたる力と意欲を高める『教育県大

分』の創造」という基本理念を踏まえたうえで職員の異動に取り組んで

いくため、今回基本方針に盛り込みました。合わせて、国の動き、高大

接続の関係、教育振興基本計画の徹底、大分県の中での動き、教育大綱

の策定、来年度の県政推進指針等々の改定を踏まえるとともに、今日の

教育情勢を取り巻く社会情勢の中で、グローバル化、ＩＣＴの活用等も

踏まえ異動を考えていく必要もあることから、ここに盛り込んでいると

ころです。また、「平成２０年の不祥事以降県民の信頼回復に向けて続

けてきた様々な教育改革を更に積み重ね、信頼される学校づくりを進め

ていく」ことについては、平成２０年の事件を忘れることなく改革に取

り組んでいく姿勢を盛り込んだところです。

次に、「第２ 昇任等」についてです。人材の登用につきましては、

人事評価に基づき、適材適所の観点に立って行ってまいります。特に、

本年８月に成立した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の

趣旨を踏まえ、能力、意欲、実績をより重視した幅広い人材の登用を行

ってまいります。

次に、６ページの「第３ 異動」についてです。職員の勤務替えにつ

きましては、人事評価結果等を参考に、適材適所の観点に立って行って

まいります。特に、「芯の通った学校組織」の取組を一層活用推進する

ため、学校マネジメントの指導・支援を行う管理主事や指導主事等と主

幹教諭、指導教諭等との人事交流を推進してまいります。また、学校事

務、教育事務職員の人材育成と県立学校事務室、学校支援センターの機

能充実を図るため、人事交流を推進します。

最後に、「第４ 退職」についてです。退職につきましては、職員の

年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図るため、退職希望者

の募集並びに退職勧奨を行います。詳細につきましては、知事部局の改

正に合わせ、別途通知することとしています。再雇用制度につきまして

は、長年の勤務内容を考慮し、適材適所の観点から、職員定数の範囲内

で再任用又は非常勤職員として配置することとしております。
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以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（松田委員）

管理主事の職務内容を教えてください。

（藤本教育人事課長）

現在、教育人事課の小中学校人事班、県立学校人事班の係長級以上の

職員と教育事務所の総務課長を管理主事に充てています。職務について

は、教職員の人事や服務の管理・指導を行っています。

（工藤教育長）

よろしいでしょうか。

それでは、第２号議案の承認についてお諮りいたします。第２号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

第３号議案 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正について

（工藤教育長）

次に、第３号議案「技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部

改正について」提案しますので、藤本教育人事課長から説明いたします。

（藤本教育人事課長）

第３号議案「技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正に

ついて」説明いたします。

８ページ「１ 改正理由」をご覧ください。教育委員会が所管する技

能労務職員に適用する給料表は、行政職給料表を合成して作成していま

す。人事委員会勧告に基づき、平成２７年第４回定例県議会において職

員の給与に関する条例が一部改正され、行政職給料表が改正されました

ので、技能労務職給料表につきましても、これに準じて改正するもので

す。

「２ 改正内容」でございますが、行政職給料表につきましては、平
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均で０.１２％引き上げられたことから、それに対応する技能労務職給

料表の給料月額について、引上げ改定を行うものです。

施行期日につきましては、給与条例の施行日と合わせ、遡及して平成

２７年４月１日から適用するものです。

なお、これらの改正は知事部局の取扱いに準じて行うものです。

以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（工藤教育長）

よろしいでしょうか。

それでは、ご意見等ないようですので、第３号議案の承認についてお

諮りいたします。第３号議案について承認される委員は挙手をお願いし

ます。

（採 決）

（工藤教育長）

第３号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「平成２７年第４回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」能見教育改革・企画課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

報告第１号「平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」報告いたします。

資料の３ページをお開きください。平成２７年第４回定例県議会に上

程されました議案のうち、教育委員会関係分として、中ほどの「１ 議

案名」にございます「職員の給与に関する条例等の一部改正について」、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、知事

から教育委員会の意見を求められたところです。

本来でありますと知事への回答にあたり、教育委員会で議決いただく
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ところでございますが、日程の都合上、協議できませんでしたので、大

分県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に

代理させる規則第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分をし

たところです。

資料の２ページにありますとおり異議のない旨回答しましたので、規

則の規定に基づき、本委員会にご報告いたします。

議案の内容等につきましては、担当課長より説明をいたします。

（藤本教育人事課長）

それでは、「職員の給与に関する条例等の一部改正について」説明い

たします。資料の４ページから３６ページに該当議案を掲載しておりま

す。なお、説明は改正の概要で行いますので資料の３７ページをご覧く

ださい。資料の太枠で囲んでいる部分が教育委員会に関係する部分でご

ざいます。

最初に、項目１の「職員の給与に関する条例の一部改正」については、

平成２７年給与改定に係るものです。まず、「（１）給料表改定」につき

ましては、人事委員会勧告に基づき、平均０．１２％の改定を行うもの

です。次に「（３）勤勉手当」についてです。人事委員会勧告に基づき、

年間の支給割合を０．１月分引き上げるものです。また、平成２８年度

以降につきましては、支給月数を６月期、１２月期ともに、一般職員は

０．８月、特定管理職員は１．０月に改正するものです。

続きまして３８ページ項目４の「特別職の常勤職員の給与等に関する

条例の一部改正」についてです。「（１）給料改定」、「（２）期末手当」

について、記載のとおりの改正を行うものです。

その他、３９ページにあります施行期日や適用日にかかる規定の整備

等を附則として設けております。

この条例の一部改正は１２月１６日に議決されましたが、施行期日に

ついては平成２８年３月３１日までの間において、規則で定める日から

施行することとしており、国の給与法改正案成立の見込みが立った段階

で施行日を規則で定め条例を施行したいというものです。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（工藤教育長）

ございませんでしょうか。では、次の報告に移ります。

②「教育県大分」の創造に向けた意見交換会の概要について
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（工藤教育長）

次に、報告第２号「『教育県大分』の創造に向けた意見交換会の概要

について」能見教育改革・企画課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

「『教育県大分』の創造に向けた意見交換会の概要について」報告い

たします。

資料１ページにありますように、趣旨としましては、大きく２点ござ

いました。１つ目には、「芯の通った学校組織」の取組についてですが、

「芯の通った学校組織」活用推進プランに基づき、第４フェーズの取組

を推進してきたわけですけれども、来年度の確立に向け、現状認識・課

題の共有と指導方針のすり合わせを行うということです。２つ目には、

現在策定中の教育長計案につきまして、市町村教育委員会の意見を聴取

するというものです。開催日程については、資料の２ページに添付して

おりますので、ご参照いただければと思います。出席者については、市

町村教育委員会からは、教育長以下、学校教育担当課長、教育計画担当

課長等にご出席いただき、県教育委員会からは教育長または教育次長を

筆頭に関係課長等で１８市町村教育委員会に赴いたところでございま

す。

３ページからが意見交換会における主なやりとりの概要ですので、掻

い摘まんでご紹介させていただきます。資料中「●」にしておりますの

は県教育委員会からの発言内容、「○」にしておりますのは市町村教育

委員会からの発言内容となっております。

まず３ページ、一つ目のテーマであります「芯の通った学校組織」の

取組についてです。

学力向上のうち、「中学校の学力向上」については、一つ目の○にあ

りますとおり、教員相互の刺激が少なく、授業改善が思うように進んで

いないということ。次の下線にありますとおり、教科を越えた取組や学

校を越えた教科間の取組を進めることにより中学校の学力向上が図られ

ると思うというご意見でした。次の○ですけれども、中学校の教員が教

科の専門性のプライドを持っているということ、特に年配教員の意識改

革が進んでいないのが要因ということ。また、中学校の方が余剰時数が

少ないので、頻繁に練り合いの時間を確保することが困難といったご指

摘もいただいたところです。

次の項目「学力調査の分析」ですけれども、下線部分にありますよう

に、ある市においては、児童生徒の個人レベルまで深掘りした分析によ

り、小規模校が多いという特徴を活かした学力向上支援策が打てるので

ないかということで個人カルテの作成に着手したという紹介がありまし

た。
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それから、次の項目「授業改善の５点セット」については、好事例を

示してほしい、「アクティブ・ラーニング」に関しては、標準的にアク

ティブラーニングに適している単元例を示してもらえるといいのではな

いかといったご意見でした。

次のページにまいりまして、「教科指導力の向上」に関しては、国語、

算数以外の指導力向上に向けた研修の機会を設けて欲しいというご意見

です。また、「学力向上支援教員」につきましては、「授業改善推進教員」

という名称に変更し、授業改善のマネジメントを担うこととしてはどう

かといったご意見をいただきました。これに対しては、指導教諭との関

係を整理する必要があるとお答えをしております。

続いて、「いじめ・不登校」の項目では、「スクールカウンセラー」「ス

クールソーシャルワーカー」の配置に関するご要望を多くいただいたと

ころです。

「福祉部局との連携」については、一つ目の○の下線にありますよう

に、ある市においては、月１回要対協実務者会議を開催して、支援の必

要な子どものケース会議を行っているということです。その次の行から

ですけれども、教職ＯＢを相談員といった形で配置し、スクールソーシ

ャルワーカー的な役割を担わせているというご紹介でありました。また、

次の○にありますように、ある市においては、教育委員会の隣に福祉部

局の子ども子育て支援課を配置し連携をとっているということ。その次

の○は、５歳児検診を通じて、児童の特徴を学校と市教委、福祉部局で

共有しているということです。保護者と協働で発育の状況を細かく記載

したサポートファイルを作成し、小学校入学から中学校卒業まで共有す

るというこの取組によって、特別な支援を必要とする児童生徒の不登校

が減ってきているというご紹介をいただいたところです。

次の項目「コミュニティスクール」です。成果としまして、一つ目の

○の下線部ですけれども、校内に緊張感が生まれたということ。次の○

の下線部にありますように、地域人材の学校支援に繋がっている。子ど

もたちの地域貢献意識、自己肯定感の向上にも繋がっているということ

でした。

次の項目「目標協働達成の取組とコミュニティスクール」ですけれど

も、一つ目の○にありますように、ある市におきましては、県の目標協

働達成の取組を推進する中で、地域の協力を得つつ学力向上に特化した

「学力向上懇談会」を開始し、将来的なコミュニティスクールの導入も

視野に入れつつ環境整備を図っていきたいということでした。それから、

次の○にありますように、コミュニティスクールと目標協働達成校との

違いについて、参加者の意識の違いがあるというようなお話をいただい

たところです。

次の項目「学校の組織力」につきましては、一つ目の○にありますよ

うに、県が色々と提示をしております「学校評価の４点セット」、「授業
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改善の５点セット」といったツールの連動、関係性を県教委で示してほ

しいといったご意見です。それから、「検証・改善サイクル」に関する

ご意見もいただいております。

「人事配置・定数」のところでは、加配教員に関する数多くの要望を

いただいております。

次、６ページにまいりまして、「小中学校の人事交流」についてです。

小中一貫教育を進める中での課題として教職員の意識の問題があり、そ

れに対する解決策として小中の人事交流を促進すべきと考えているの

で、検討してほしいといったご意見です。また、県教育委員会から市町

村教育委員会に対する指導主事の派遣に関するご意見も頂戴していると

ころです。

その他としましては、一つ目に「県教委と市町村教委の連携」に関し

てです。一つ目の○にありますように、市町村の役割は、県から提示さ

れた内容を市町村の実態にあった形にしながら学校現場に伝えることと

捉えている。ただ、次々に新しいものを提示されると学校現場が対応し

きれないので、大きなものについては５年スパンで考えてほしいという

ご要望を頂戴しております。

「研修・会議の精選」につきましては、小規模校の負担を考慮すれば

必ず全校参加という取扱いについて再考していただきたいといったご意

見です。その次の○ですけれども、日程面でも配慮してほしいといった

ご意見を頂戴しております。

次の項目「独自の取組」としましては、小学校における教科担任制で

あります。主にその課題認識に関するご意見ですが、校長・教頭の指導

力が必要であって、学校規模もある程度のないと実施は難しいといった

こと、下から３行目ですけれども、教員間で子どもを共通理解するため

の時間を確保しないといけないといったことであります。次に２学期制

を導入している町がありますが、その成果について、７ページの上のと

ころ、７月、１２月の期末整理がないので長期休業に向けた生徒指導や

学習指導が可能となった結果、子どもが落ち着いてきたということ。行

事等を精選することで生まれた余剰時数を活用し、補充学習等を行うこ

とができているということ。子どもたちの夏季休業中の学習への動機付

けも可能になっているといったご意見でした。

次に、二つ目のテーマであります「教育長計（案）」についてのご意

見です。

一つ目には、「社会教育」の充実に関するご意見です。それから、「ア

クティブ・ラーニング」、「ユニバーサルデザイン」について記述を盛り

込んではどうかというご意見です。「アクティブ・ラーニング」につい

ては、既に記述を盛り込んでおりますが、「ユニバーサルデザイン」に

ついては、どこかで盛り込むことができないか検討したいと考えており

ます。
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「中学校の学力向上」に関しましては、「中学校学力向上対策プロジ

ェクト会議」を受けた施策を盛り込んではどうかというご意見です。こ

れにつきましては、現在進行形で検討しておりますので、長期的に取り

組むべき内容が出ててきた場合には検討したいと思っております。

次に「部活動」に関しましては、生徒数が減少する中、複数校合同で

の実施ができないかといったご意見であります。

「幼児教育」に関しては、幼児教育に携わる教職員の資質向上に向け

て、私立の園での研修など、具体的な実施方法を示してほしいというこ

とで、指導主事の研修については持ち帰って検討したいと回答しており

ます。

８ページにまいります。「合理的配慮の提供」に関しては、一つ目の

○２行目にありますように、どこまで合理的配慮を提供する必要がある

のか、学校や市教委において判断に苦慮しているということですとか、

次の○ですけれども、人的支援や施設・設備の充実策を県が打ち出して

ほしいといったご意見を頂戴しております。二つ目の●にありますよう

に、合理的配慮については、研修実施の要望をいただいておりますので、

可能な限り、考え方や手順等について説明をしていきたいと回答してお

ります。

「ＩＣＴ」に関しましては、機器整備の他、ＩＣＴ支援員の配置に係

る助成のご要望をいただいております。これについては、予算面につい

ては、地方財政措置がされておりますので、それを活用してほしいとい

うこと。それから、県として実施している出前研修等についても活用し

てほしいということを回答しています。

「主権者教育」については、ある市におきまして、市議会でも質問が

出ているということです。外部から見れば政治的中立性が本当に担保さ

れるのか疑いが出てくるので、そうした対外的な説明とともに教員にし

っかり指導する上でも政治的中立性に関する記述があった方がよいので

はないかといったご意見です。これについては、何らかの記述を盛り込

む方向で検討したいと考えております。

「教員採用・広域人事」に関しましては、地域枠設定に関するご意見

ですとか、教職員の年齢構成が二極化していて中堅層が少ないといった

お話を戴いたところです。

「教職員の資質能力の向上」については、アクティブ・ラーニング、

英語教育など教職員の資質能力の向上は必須である、若手教職員の育成

方針をしっかり示してほしい、といったご意見を頂戴しております。

９ページにまいりまして、「教育研究団体」に関しては、団体の活用

は良いけれども、前例踏襲型の団体もある。各団体の進行管理について

県教委がしっかりと把握する必要があるのではないか、といったご意見

を頂戴しております。

また、「主幹教諭、指導教諭」については、教育長計（案）において
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１２学級以上に配置していくという目標値を設定しておりますけれど

も、１２学級未満の学校へも配置してほしい、というご要望を頂戴して

おります。

それから、「中高連携」を進めていきたいという市がいくつかござい

ました。

最後に「日本遺産」につきまして、認定に向けてこれまで以上の支援

をお願いしたいというご要望です。

以上が主なやりとりの概要でございまして、一つ目のテーマの「芯の

通った学校組織の」取組につきましては、今回の意見交換会での意見を

踏まえて、第５フェーズに向けた方策を検討していきたいと考えており

ます。また、教育長計（案）につきましても年度内の策定に向けて仕上

げの作業をしていきたいと考えております。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（松田委員）

４ページのスクールカウンセラーの件ですが、高等学校の組織はすご

く立派でカウンセラーが入っていっても先生方とスムーズにいく組織づ

くりがしっかりできていますが、中学校のカウンセラーはどこでどのよ

うにしたらよいのか分からないというように組織がしっかりしていない

のではないでしょうか。県立学校ではうまくいっているので、中学校に

おいても県教育委員会の指導が必要ではないかと思います。

それから、高校では６０時間以上欠席すれば単位が取れないといった

単位取得のことや学校の内容などについて知らないスクールカウンセラ

ーが多く、中学校にも臨床心理士など専門的知識を有するカウンセラー

は配置されていますが、教務や生徒指導の在り方などというものを学校

側がもう少しきちんと伝えないと、なかなか学校と家庭との連携がうま

くいかないのではないでしょうか。勤務時間数を増やすだけでなく、そ

ういう部分を考慮しないといけないのではないでしょうか。

（江藤生徒指導推進室長）

教務や生徒指導も含めてスクールカウンセラーと学校との密なる連携

が大切だと思っています。生徒指導推進室ではスクールカウンセラーと

の連絡協議会を年間３回実施しています。その中の２回目に教育事務所

単位で会議を開催していますので、そういう機会にご指摘の内容を研修

や啓発という形で進めてまいりたいと考えています。
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（岩崎委員）

こういった形で市町村教育委員会の方々と意見交換会を行い、摺り合

わせを行うのは大変重要なことだと思っています。そして、色々な意見

が出るのもすばらしいことだと思います。

意見交換会では、中学校の学力向上について議論されており、県教育

委員会の抱えている課題の中でも中学校における学力向上が大きな課題

というのは共通認識だと思います。その中で少し驚いたのは、３ページ

の「学力調査の分析」部分になりますが、中学校の方では今までの学力

調査結果を分析して個々の生徒の学力向上に活用するということがほと

んどなされていないという意見でしょうか。これは特定の市町村教育委

員会との意見交換の中で出てきたものなのでしょうか。それとも、地域

間格差があるという中で、進んでいない例の一つとして記載しているの

でしょうか。

（後藤義務教育課長）

これはある町で出た一つの例ということです。個人レベルの分析等に

つきましては、全国学力・学習状況調査が開始された平成１９年度から

きめ細かな分析表を作成するように伝えていましたが、まだまだそうい

うところに至らずに全体の平均点等だけで、地域の様子や学校の様子を

見てきた市町村があったということです。しかし、これからは小規模校

が管内に多いので、もっと細かな部分を分析して取り組んでいこうとい

う想いの表れだと受け止めました。

（岩崎委員）

我々がこれまで議論する中で、学力向上というのは、児童生徒に基礎

学力を付けて大きな意味で「生きる力」を付けるために、教育委員会と

してもやらないといけない責務として取り組んできたと思います。学力

調査も、こういう部分で活用されてこそ実施する意味があると繰り返し

議論して、それを前提に取り組んできていると思いますが、多くの市町

村教育委員会では我々がこれまで議論してきた部分や指導や助言してき

た部分について、ご理解をいただいているという認識でいいのでしょう

か。

（後藤義務教育課長）

学力調査の趣旨そのものにつきましては、これまでも徹底して申し上

げてきましたので、多くの市町村や学校でご理解いただいて取り組まれ

ていると思いますけれども、ここではこのようなご発言がなされたとい

うことです。多くのところはしっかり受け止めていただいていると思い

ます。
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（能見教育改革・企画課長）

私がこの議論を聞いた際の認識としては、当然ながら学力調査結果に

ついて個々の学校の指導の中で活かされていると思いますが、市町村教

育委員会が施策の立案に当たって指導主事や学力向上支援教員が中心と

なって分析し、施策に活かしていくという作業をする中で、平均点を追

うのではなくて個人レベルまで深掘りをした上で対策を講じていくとい

う次元の話として出てきていると捉えています。

（岩崎委員）

「中学校の学力向上」の二つ目の○ですが、中学校の先生方が専門性

のプライドを持っていて、一部講義式の授業が行われており、なかなか

改善が進まないのは年配の先生方の意識改革が進んでいないことが原因

というように書かれていますが、その後に、余剰時間が少なくて授業進

度を保つための練り合いの時間や互見授業などの時間の確保が難しいと

いう意見が出されています。中学校の現場では、これが普通の意見でし

ょうか。研修を行うなど授業力を高める時間を持つのが難しい状況にあ

るため、そこのところに対応する必要があるとの認識を持たないといけ

ないということでしょうか。

（後藤義務教育課長）

中学校の場合、生徒指導や部活動指導などで小学校よりも子どもに関

わる時間が必要で、それが影響して授業力を上げるためのお互いの研修

時間が取りづらいという本音のレベルでの声であろうかと思います。こ

れに関しましても、プロジェクト会議で現場教員の生の声を吸い上げて

いますので、もう少し整理して、このようなことができるのではないか

といった提案やこのような好事例がありますというような働きかけがで

きるのではないかと思っています。

（岩崎委員）

私たちとしては、市町村教育委員会の方にこうあってほしいというこ

とで指導助言をしてきていると思いますが、もし授業進度を保つために、

授業力の向上に向けた研修や研究をする時間確保ができないというのが

実情というのであれば、対策を講じる必要があると思います。その点に

ついては、どのような状況でしょうか。

（後藤義務教育課長）

これまで岐阜県や福井県にも伺って、効率的な時間の生み出し方等も

調査をしています。それを本県の実態にどのように合わせていけば、先

生方の想いがかなうのかという工夫を考えていきたいと思います。他県

で成功事例がありますので、本県でもできないわけはないと思いますの
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で、先生方の本音を受け止めながら、大分県のためにこのように取り組

みましょうという提案を行い、来月行われる３回目のプロジェクト会議

等で具体化していきたいと思います。

（岩崎委員）

他県と大分県の中学校の先生方に大きな差はなく、授業の在り方等の

研修をどうするかなどの条件が同じだから、それをどのように工夫する

か改善の余地があるということでしょうか。

（後藤義務教育課長）

他県の成功事例を目の当たりにしていますので、大分県の実態に合っ

た工夫ができると思っています。そして、それをやらない限り現状を打

破できませんので、そういうところを改善していきたいと考えています。

（岩崎委員）

前提としては、大きく他県と変わらないということでいいでしょうか。

（後藤義務教育課長）

４７都道府県、同じ学習指導要領に基づいた教育内容なので、大分県

だけが厳しいということは言えないと思います。

（工藤教育長）

他県と著しく変わっている状況があるとは感じていません。むしろ、

積極的にどのような工夫があるのかということから、いろいろな意見が

出てきたものと捉えています。意見を全部ここに挙げましたけれども、

それは全体の意見がこうでしたというものではなくて、いろいろな取組

をする中で市町村教育委員会が悩んでいることなどを我々の方にしっか

り意見として挙げてくれたのでないかと感じています。

（岩崎委員）

４ページの学力向上支援教員についてですが、県教育委員会から学力

向上支援教員と指導教諭の関係を整理する必要があると回答されていま

すが、具体的にはどのように整理することになるのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

現在、小・中学校に７２名の学力向上支援教員を配置しています。そ

の中には指導教諭がその職を担っている者も８名ほどいますので、そう

いった形で今後整理していく必要もあると考えています。

（首藤委員）
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指導教諭や主幹教諭を任命する時に、やらなければいけないこと、や

ってほしいことなど、県教育委員会としての特命のようなものがあるの

でしょうか。

（藤本教育人事課長）

主幹教諭については、学校組織をマネジメントするという役割を持た

せる方向で整理しています。指導教諭については、以前はスーパーティ

チャーという意味合いが強かったわけですが、特に今年度からは授業改

善などの指導のマネジメントという役割を学校で持ってもらうように位

置づけています。

（首藤委員）

主幹教諭、指導教諭の状況ですが、主幹教諭は多くの学校で教務の仕

事をしています。指導教諭は授業を見ると、確かに授業は上手だと思い

ますが、学校の中で具体的にどのような役割を担っているのかがはっき

りしておらず、学力向上支援教員と役割が重複しているところがあり、

そうなると学力向上支援教員を全員指導教諭にした方がいいのではない

かと思います。せっかく新しい役割としてリーダー的な役割を果たす人

ということで任命するので、もっと具体的なマネジメントの内容であっ

たり、何をどうするということをもっと明確にしたり、この組織をどの

ように動かすのかという使命感などを任命する際に持たせる必要がある

のではないかと思います。

（高橋委員）

６ページの「小中学校の人事交流」の部分についてですが、これから

小中一貫教育に取り組む市町村や学校が出てくると思います。教員免許

の関係で交流人事がうまく進んでいないということですが、どのような

考えで進めていくのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

それぞれの市町村で小中一貫教育を進めていく中、現状を見ますと小

・中学校両方の免許を持っている人が十分でないという状況ですので、

免許状認定講習の中で免許を取得させる取組や両方の免許保有者を対象

とした採用試験制度を設けるなど、両方の免許状保有者を確保していく

取組を今後検討していきたいと考えています。

（高橋委員）

両方の免許状保有者は早めに人事交流していただきたいと思います

が、それはコミュニティスクールの問題にも繋がってきますので、幅広

い人事交流をしていただいて、地域密着型の小中一貫校にしていただき
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たいと思います。

（松田委員）

３ページの上から二つ目の○についてです。「特に年配教員の意識改

革が進んでいない」という問題が出ていますが、一般企業では年配の職

員と若い職員が組んで改善の取組を行っていきますが、年配とは教員歴

が長いというような意味でしょうか。

それから、「授業進度を保つため頻繁に練り合いの時間を確保するこ

とが困難」とありますが、一人一人の授業力の向上については、自分自

身がアクションまでＰＤＣＡで取り組むことが大切ではないでしょう

か。専門性を向上させるためには、教員一人一人がプライドを持って資

質を向上させるよう意識させることが必要だと思います。

次に、７ページの幼児教育についてですが、「私立の園での研修など

の具体的な実施方法を示してほしい」とありますが、全国で一番ではな

いかと思うくらい大分県では公立・私立の保・幼・小を対象に研修をや

っていると思います。課題は園長の意識が低いことではないでしょうか。

私立の幼稚園はかなり研修に参加するようになってきているようです

が、特に保育園では先生が足りないとか普通の日では出席できないとい

う理由で出席率が低いので、５歳児だけでもいいので、就学前教育に携

わる教員に研修を受けさせれば、小学校と滑らかな接続ができると思い

ます。「指導主事の研修については持ち帰って検討したい」と回答して

いますが、実際に大分県では研修していますので、現場の管理職が前向

きに研修に出すということが必要ではないでしょうか。

（高橋委員）

先程、岩崎委員が言われた中学校の教員の関係ですが、小学校でも年

配教員の意識改革というような意見は出たのでしょうか。

（能見教育改革・企画課長）

今回の意見交換会の中では、中学校に関する意見だけです。

（後藤義務教育課長）

学力調査の結果を見ましても、小学校は学級担任制のため共通の認識

の上で校内研究を進めていますが、中学校の場合は教科担任制というこ

とで、個人研究や教科などであくせくして、なかなか古い殻を破れない

方がまだまだいるということです。今回、組織的に授業改善を進めるた

めに授業改善の手引きを作成して、学校の目標や教職員評価システムの

目標管理等とも連動して研究の個人目標も立てていただいていますの

で、それが機能していけば、改善に向かうのではないかと思っています。
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（高橋委員）

小学校では、年配の先生は担任を持ちたくないという方がいらっしゃ

るというようなことを聞いたことがありますが、実際そうなのでしょう

か。

（藤本教育人事課長）

平成２４年に「芯の通った学校組織」推進プランを作成する前段階で、

いろいろなところで先生方の意見を聞く中で、そういった先生もいると

いう意見を聞きました。学級担任に臨時講師が多いという状況がある中

で、まず正規の教員が職責を果たすべきだということで、昨年度から人

事異動方針の中にも明記し、市町村教育委員会の方にもお願いしている

ところです。

（工藤教育長）

あえて意見交換会でいただいた生の意見をこういう形でご報告させて

いただきました。また更に工夫を重ねて、より子どもたちの結果に繋が

るようにしっかりやっていきたいと思います。

③大分県子どもの貧困対策計画（仮称）の素案について

（工藤教育長）

次に、報告第３号「大分県子どもの貧困対策計画（仮称）の素案につ

いて」能見教育改革・企画課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

「大分県子どもの貧困対策計画」の素案について報告させていただき

ます。子どもの貧困対策に関しては、去る１１月３０日の総合教育会議

でも特に学校現場と福祉の連携を中心としてご議論をいただいたところ

です。子どもの貧困対策計画については福祉保健部が中心となりまして、

教育委員会も協力して策定作業を進めてきておりましたけれども、去る

県議会第４回定例県議会常任委員会に福祉保健部が報告をいたしまして

１２月１６日から１ヶ月の予定でパブリックコメントにかけられている

ところです。その概要につきまして、まず、１ページの概要資料に沿っ

て全体像をご説明した上で本文をかいつまんでご説明させていただきた

いと思います。

「１ 計画策定の趣旨」にありますとおり、位置付けとしては子ども

の貧困対策の推進に関する法律に基づく都道府県計画ということになり

ます。また、福祉保健部が所管しております「子ども子育て応援プラン」

の部門計画としても位置付けられておりまして、来年度から５ヶ年の計

画ということになります。２として「子どもの取り巻く現状と課題」、
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３として「計画の基本方針」、４として「計画の推進体制」について記

載された上で５で「具体的な取組」について体系的に整理されておりま

す。後ほどご説明いたしますけれども柱の一つが「教育の支援」という

ことで（１）から（６）の項目で整理されているところであります。最

後に「計画の評価」について記述されております。それでは本文の方を

ご覧いただきたいと思います。

資料右下の通し番号の６ページをお開きください。１として「計画策

定の趣旨」とありますけども、国が既に策定しております「子どもの貧

困対策大綱」を勘案して子どもの貧困対策についての計画を定めると法

律に規定されております。したがいまして基本的な整理としては、国の

大綱の中に盛り込まれた要素のうち、国限りの施策を除いて県の計画に

入れていくこととされています。同じ６ページの中ほど以下、「子ども

を取り巻く現状と課題」とございます。次のページ以降データが記載さ

れておりますけども、少し飛びまして９ページをご覧ください。中ほど

以降に去る総合教育会議の前にも提供しましたが、意識調査の結果につ

いて記載されております。一点留意が必要と思いますのは、この意識調

査におきましては（７）①にありますように県内公立小中学校就学援助

を申請する世帯が対象になっておりまして、次の１０ページの下の方で

すけれども、例えば「コ 利用したことのある行政制度やサービス」で

すとか、「サ 特に充実を希望する行政制度やサービス」を中心として

一定の偏りがあるということで、必ずしも子どもの貧困の状況の全体像

を捕捉したものにはなっていないことに留意が必要と思っています。

続きまして１１ページをご覧ください。「計画の基本方針」の二つ目

の段落にありますように、基本目標としては「子どもの将来がその生ま

れ育った家庭の事情等によって左右されることなく、全ての子どもたち

が夢と希望を持って成長していける社会の実現」されておりまして、こ

の基本目標に沿って大綱で定める当面の重点施策である教育の支援以下

四つを支援の柱として、子どもの貧困に視点を置いた具体的な施策を体

系化することとされております。また、次の「計画の推進にあたって」

では２行目にありますとおり教育分野や福祉分野等の関係部局が連携を

深めるとともに、市町村や民間の支援機関とも連携を図ることが必要と

されております。

１２ページ以降具体的な取組が整理されております。そのうち教育の

支援については、１２ページから１８ページとなります。「教育の支援」

の中でも従来の施策や教育長計案の方で整理しているもの以外につい

て、かいつまんでご紹介させていただきます。（１）としましては「学

校」をプラットフォームとした総合的な子どもの貧困対策の展開であり

ます。１３ページ②「学校を窓口とした福祉機関等との連携」という項

目が出てまいります。そのイが「福祉部門と教育委員会・学校等との連

携強化」ということで、スクールソーシャルワーカーについて記述をし
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ております。この間の議論を踏まえまして、「専門性の高い人材の確保

・育成を含め、スクールソーシャルワーカーの配置を促進するなど、学

校現場において、家庭環境等に起因する様々な課題を抱える子どもを早

期に生活支援等の関係機関、（児童相談所、福祉事務所等）に繋げてい

くことができる体制づくりを進めます。」という表現としたところです。

次の１４ページにまいりまして、中ほどにエとあります「定時制通信制

高校生への教科書の給付」、これにつきましては国の大綱にはございま

せんけれども、県独自に実施しております取組として記述を盛り込んで

おります。教育の支援の（２）が１４ページ中ほど以下「幼児教育の質

の向上」です。次のページにまいりまして、（３）が「就学支援の充実」、

１６ページの中ほど以下（４）として「大学等の進学に対する教育機会

の提供」、１７ページにまいりまして、（５）として「生活困窮世帯等へ

の学習支援」、（６）として「その他の教育支援」とございます。（６）

①ですけれども、「義務教育未修了の学齢超過者等への支援」、いわゆる

夜間中学の話がありますが、ここでは「義務教育未修了の学齢超過者等

の就学機会の確保の在り方について、国や市町村と連携しつつ検討を進

めます。」という表現としております。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（林職務代理者）

１７ページの「（５）生活困窮世帯等への学習支援」で放課後や土曜

日等の学習支援がありますが、社会教育担当課長というのはいろいろな

意見を聞いているのでしょうか。社会教育課長が学校教育のこともよく

理解しておかないと、ここもうまくいかないと思いますが、意見交換で

はどうでしょうか。

（宮迫教育次長）

社会教育担当課長にも意見交換に出ていただいています。

（岩崎委員）

従前は、学校は教育を中心として、家庭における子どもたちに対する

保護者の責務とは明確に分けるのが基本だったのではないかと思いま

す。それを今回、貧困対策計画という形で学校をプラットフォームと位

置づけて施策を展開しようということは、これまでの流れを変えようと

いう面があるように思います。それを実効あらしめるためには、学校の

先生方の意識を少し変えていただく必要があるのではないでしょうか。
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現在は、家庭がやるべき責務の問題と学校がやるべき責務の問題を峻別

する、学校がそこまで入っていくのは行き過ぎではないかという意見も

学校現場にはあると思いますが、子どもの貧困の問題に先生が気づかな

ければいけないという責務について、先生方に意識を持っていただかな

ければならないと考えています。スクールソーシャルワーカーの方々が

社会福祉施設等との連携を図る役割をされると思いますが、そのセンサ

ー的な役割があるという意識を持っていただきたいというのが計画に書

いてあると思います。特に義務教育の場合においては、市町村教育委員

会への指導が不可欠になってくると思いますので、社会的役割が必要に

なってきているという指導をしていただきたいと思います。

（工藤教育長）

何か具体例はありますか。むしろ、学校で気づいても、なかなかその

先にアウトリーチできない、先生もその子ばかりに時間を割けない悩ま

しさを抱えていたりすることがあるのではということを耳にします。

（岩崎委員）

問題を抱えた児童生徒の指導を巡って、保護者と学校側との間でトラ

ブルとなるケースがあるという実情があります。学校側としては何とか

したいと考えているケースでも、家庭の問題に口を出さないでほしいと

いう保護者側からの反発やそれを原因としたトラブルになることを避け

たいとか、当該児童生徒に力を注いだ場合に他の児童生徒との関係でど

うだろうかということを考えてしまうこともあると思います。

今回、そういった面の調整役としてスクールソーシャルワーカーとい

う専門職を充実させるということになったと思っています。今まで学校

側としても家庭問題にはなかなか入っていけないというブレーキをかけ

ていた部分や他の児童生徒や保護者との対応で平等的取扱の面から、保

護者側がなすべき範囲と学校側がなすべき範囲に関する意識について、

より学校側に踏み込んだセンサーの役割を果たすことが大切であるとい

うところが今回の計画にあると思っています。その意味で、教職員の意

識を少し変えないと学校のプラットフォーム化はできないのではないか

と思います。研修等で、「ここまでは先生方の役割である。」と整理する

必要があるのではないかと思います。学校で児童生徒について生活困窮

家庭の問題が現れている事象に気づくこと、問題のきっかけに気づくこ

とが先生方の義務になるのだと思います。それを関係機関につなげて全

体で解決しようとするのが基本的な考え方になるのではないかと思いま

す。

（工藤教育長）

現在、スクールソーシャルワーカーについて市町村教育委員会といろ
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いろな議論をしているところです。学校側はかなり貧困の実態に気づい

ていることが多いような気がしています。ところが、先生が家庭訪問を

し、次のケアに繋げようとするけれども、福祉との関係でかなりの時間

・労力がかかるためにそこまでできない、その子だけの対応が難しいと

いうところがネックになっているんだと思います。市町村教育委員会か

らはぜひスクールソーシャルワーカーがほしいという声が挙がってきて

います。大分市には、ご案内のとおり既にスクールソーシャルワーカー

が５人置かれていますが、それでもまだ足りないと聞いています。ここ

はぜひ力を入れたいということで調整を進めている段階です。

県の貧困対策計画の考え方はいろんなチャンネルを通じてしっかり説

明していきたいと思います。

（岩崎委員）

弁護士業務をなしていますと、学校や先生方からご相談があります。

保護者との関係でのトラブルもあるのですが、学校側や先生の側からは

「どこまで家庭の側に入ることができるのか」という相談がポイントに

なるケースがあります。問題を抱えた児童生徒について踏み込んで解決

を図ろうとして保護者との間でトラブルとなった事例では、保護者側か

らのクレームを受けて先生方が頭を抱えて行き詰ってしまったというこ

ともあります。相談を受けたとき、弁護士としてアドバイスするのは、

「学校側としてここまでが学校側の責務であって、ここからは学校側の

責務ではなく踏み込めない保護者側の責務の問題であると整理をする。

つまり、児童生徒に対する指導等の責務の線引きをすることで解決を図

る。」というものでした。これまでは、社会保障に関する問題などは学

校の責務ではないということで線引きをしていた面があったと思ってい

ます。今回の計画では、社会保障に関する領域について、専門家をより

多く投入することによって、いろいろな支援組織等に繋げて解決を目指

すことにする方針だと思います。このような解決を学校現場だけで行う

ことは当然無理ですが、社会的に整備されているいろいろな支援組織と

繋げる役割を専門家にしてもらうことで、社会全体で児童生徒の貧困対

策をなし、何とか解決策を考えるということで、国の財産である子ども

の未来を守る計画になっていると思います。

（松田委員）

私は中津市の要保護児童対策地域協議会の会長をしています。そのメ

ンバーは学校長、児童養護施設長、市教育委員会学校教育課の指導主事、

警察の安全課、市子育て支援課の保育担当、小児科医など全部で２０名

の構成となっています。月に一度代表者会議や実務者会議を行っていま

して、それぞれの立場から意見を出し合い、全体として対策ができる組

織ができています。先般、この取組が前向きに進んでいるということで
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厚生労働大臣が視察にいらっしゃいました。要保護という面で、地域で

は学校と連携して取り組む組織ができていますので、どう取り組むかは

自治体の長の取組次第ではないかと思います。

（工藤教育長）

他にご意見等ありませんでしょうか。

いただいたご意見を参考にしながら、対応していきたいと思います。

④平成２７年度日本学校農業クラブ全国大会等の結果報告について

（工藤教育長）

次に、報告第４号「平成２７年度日本学校農業クラブ全国大会等の結

果報告について」岩武参事監兼高校教育課長から報告いたします。

（岩武参事監兼高校教育課長）

報告第４号「平成２７年度日本学校農業クラブ全国大会等の結果報告

について」報告いたします。

資料１ページをご覧ください。まず、農業高校の全国大会についてで

す。第６６回日本学校農業クラブ全国大会のプロジェクト発表会で玖珠

美山高校の生徒が、昨年度の最優秀賞に引き続き、本年度も「バークを

中心とした循環型農業の展開 トマト栽培における省力化バークマット

成功のメカニズムと農家への普及」というテーマで優秀賞、第２位を獲

得しました。これは発表時間が超過したということで減点になりまして、

今年は２位という結果になりました。研究の内容は、昨年度のバークマ

ットの開発に続きまして、本年度はバークマットの特性を活かした栽培

技術の科学的な検証と普及活動について報告を行いました。昨年度のバ

ークマットの開発では、トマトを栽培し収量や糖度の向上などについて

報告しましたが、本年度はさらに研究を進めまして、例えば果重のばら

つきが少ない、根の張りが多い、作業性コスト面の経済的効果等も実際

に生産をすることで非常に効果が高いという結果を出しています。また、

保水性を向上させるかん水技術も開発し改良を進めています。その結果、

現在、地域農家の３軒で試験栽培を開始しています。明治大学、県営農

指導センター、地元役場の農林課、ＪＡ玖珠九重と連携し、更なる開発

と普及活動に取り組んでいます。試験栽培等の研究を進めていき、引き

続き研究を進めたいと思っております。

続きまして、２段目のところですが、第１５回高校生ものづくりコン

テスト全国大会において２部門で全国１位を獲得しました。一つは「電

気工事部門」です。これは屋内配線工事を行い、器具の取り付け方や寸

法の正確さなどを競うものです。大分工業高等学校の生徒が第１位とな

りました。もう一つは、「電子回路組立部門」です。これはプログラミ
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ング技術や電子回路の設計・製作技術などを競うものです。昨年度に続

きまして鶴崎工業高校の生徒が２年連続で優勝いたしました。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（岩崎委員）

高校生の活躍はとてもすばらしいことだと思います。高校生ものづく

りコンテストの競技部門は全部でいくつありますか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

全部で７部門です。県内の高校から５部門に出場しました。

（岩崎委員）

出場した５部門のうち２部門で優勝したということですか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

はい、そうです。

（林職務代理者）

先日、農業大学校の学生によるプロジェクト発表会に行ってきました。

県内の農業系の高校に限らず、いろいろな高校から集まった学生がとて

も積極的な発表をしていました。内容もすばらしく、とてもびっくりし

ました。今回の報告を聞いて、一次産業を支える人材育成が県内高校生

のこうした取組と連携しながら行われていると感じました。

⑤平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

（工藤教育長）

次に、報告第５号「平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査結果について」蓑田体育保健課長から報告いたします。

（蓑田体育保健課長）

「平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」

報告いたします。

資料１ページをご覧ください。この調査は、全国的な子どもの体力の

状況を把握・分析することにより、体力向上の施策の改善を図ることを

目的として、全国の小学校５年生と中学校２年生を対象に平成２０年度
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から実施されています。調査事項としては、握力や５０ｍ走といった８

種目の実技に関する調査と質問紙調査があります。

２ページの資料１をご覧ください。この表は、平成２７年度全国体力

・運動能力、運動習慣等調査結果における体力合計点での全国順位を示

したものです。本調査は平成２０年度から実施され、２１年度までは悉

皆、２２年度と２４年度は２０％の抽出調査となり、２５年度からは再

び悉皆調査として行われています。なお、平成２３年度は震災のため中

止となりました。本県の全国順位は、小５男子は全国８位で九州１位、

小５女子は全国１０位で九州１位、中２男子は全国１１位で九州２位、

中２女子は全国２３位で九州５位という結果でした。いずれも過去最高

の順位となり、特に小学生は男女ともに九州トップを達成することがで

きました。

次に、３ページの資料２をご覧ください。小学校の調査結果の年次比

較を示したものです。「◎」は全国平均以上の項目を示しています。上

段の表は小５男子、下段は小５女子となっています。網かけをしている

平成２７年の結果と過去の結果を縦軸で見ますと、平成２０年の調査開

始以降、男女とも「５０ｍ走」を除き全国平均を上回りました。また、

下段の女子の項目を縦に見ますと、「上体起こし」が初めて全国平均を

上回りました。

次に、４ページの資料３をご覧ください。中学校の結果の年次比較を

示したものです。男子は「長座体前屈」、「シャトルラン」が初めて全国

平均を上回りました。女子は、「握力」、「立ち幅とび」が初めて全国平

均を上回りました。右下の小さい表は、全国平均以上の項目数を示した

ものです。その数は中２男子で６、中２女子で４となり、これまで横ば

いであった中学校男女が過去最高となりました。資料１では、中２女子

は２３位という結果をお知らせしましたが、この表にありますように、

中２女子を含め、本県の児童生徒の体力は確実に向上しています。

次に、５ページの資料４をご覧ください。本調査では、実技調査に加

え、児童生徒や学校に対する質問紙調査も行っています。資料４は質問

紙調査結果から抜粋したものです。１週間当たりの運動実施時間は全国

平均を小５男子で約４５分、小５女子で約１５分、中２男子で約３３分

上回っています。また、学校質問紙による調査結果においては、小学校

では、「体力・運動能力向上の目標設定」を行っている学校は、全国の

５６．４％に対して、本県は７４．３％になっていることがわかりまし

た。

学校での組織的・計画的な体力向上の取組により、児童生徒の運動の

実施頻度が高まったことが、今回の体力調査結果が向上した大きな要因

と捉えています。特に、資料には載せていませんが、体力の高い層Ａ、

Ｂの割合とそうでない層Ｄ、Ｅの割合との差は、全て全国平均を上回り、

過去最高を記録しました。特に、中学生は男女とも昨年の大分県平均よ
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り７ポイント以上増加しました。このことから、全体的な体力の底上げ

が図られていると判断しています。

今後は、児童生徒、特に女子中学生の運動の実施頻度を高める工夫を

行い、さらに運動好きな児童生徒を育成していきたいと考えています。

また、５０ｍ走については、すばやさや力強さなどが主な体力要素であ

り、前に進む能力が低下している面があるのではないかと思いますので、

その向上に向けた取組も工夫していきたいと考えています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（松田委員）

大変すばらしい結果だと思います。

資料１ページの表記について、「子供」と「児童生徒」という言葉を

どのように使い分けているのか教えてください。

（蓑田体育保健課長）

これは国の要項をそのまま載せているものです。確認をいたします。

（高橋委員）

５０ｍ走について、前に進む能力が低下しているとの説明がありまし

たが、「フラッグとり」など何かを追いかけるような授業内容はありま

すか。「鬼ごっこ」、「けいどろ」のように、対象物を追いかけて捕まえ

るような遊びをすると必ず前に行こうとします。そのような内容で子ど

もの体力を向上させることを行っている学校はありますか。

（蓑田体育保健課長）

フラッグをとる実践事例は把握していませんが、サーキットトレーニ

ングや走る前のスタート練習など、各学校で工夫して取り組んでいます。

脚を上げる動きはいいのですが、それを前に出す力がついていない部分

がありますので、そこをしっかりと指導していけば改善されていくと考

えています。

（高橋委員）

陸上選手以外にも、サッカー選手やラグビー選手が早く走れるのは、

追いかけていくという動きがあるからです。対象物を追いかけるような

やり方も参考にしていただければと思います。
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（岩崎委員）

中学校２年生女子の体力が低い原因は何ですか。

（蓑田体育保健課長）

九州の他県と比較分析をしたところ、大分県女子の運動部活動入部率

が低いことがわかりました。大分県は４１．５％、他県は６割程度が入

部しています。強制的に入部させることは難しいので、競技志向ではな

く、例えばダンスなど楽しみ志向で取り組めるような部活動を模索して

いきたいと考えています。

（松田委員）

大分県は小規模校が多く、活動できる競技が限られている学校があり、

卓球など個人的にできるものに取り組んでいるように思います。また、

文部科学省から体育授業の見直しが出ていて、そのなかで小学校４年生

までは屋外での鬼ごっこなどの運動を取り入れるようになると考えられ

ます。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

では、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室長の

み在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第４号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

それでは、第４号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、

藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。
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（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第４号議案の承認についてお諮りいたします。第４号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第４号議案については、提案どおり承認します。

第５号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

それでは、第５号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、

藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第５号議案の承認についてお諮りいたします。第５号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第５号議案については、提案どおり承認します。

（工藤教育長）

それでは、最後にその他、何かございませんか。

ないようですので、これで平成２７年度第１９回教育委員会会議を閉

会します。
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お疲れ様でした。



平成27年度第19回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２７年１２月１８日（金）

１３：３５～１６：００

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する規則の一部改正について

第２号議案 平成２８年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について

第３号議案 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正について

第４号議案 教職員の懲戒処分について

第５号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②「教育県大分」の創造に向けた意見交換会の概要について

③大分県子どもの貧困対策計画（仮称）の素案について

④平成２７年度日本学校農業クラブ全国大会等の結果報告について

⑤平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

（３）その他

４ 閉 会
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「大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」の一部改正について
平成２７年１２月１８日

１ 行政手続オンライン化法

国においては、電子情報を紙情報と同等に扱う電子政府を実現し、実質的にすべての申請、届

出等の手続を情報通信の技術を利用する方法（いわゆる「行政手続オンライン化」）によること

を目標とし、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号。

いわゆる「行政手続オンライン化法」）」が平成14年12月13日に公布され、平成15年2月3日に施行

された。

なお、同法9条において、地方公共団体の手続に係るオンライン化の推進を求めている（訓示

規定）。

２ 行政手続オンライン化条例

県としても「県民の利便性の向上」と「行政運営の簡素化及び効率化」を図る観点から、条例

等に基づく手続について、これまでの書面による申請、届出等の手続に加え、オンライン化によ

る手続を可能とするための共通的な規定の整備を行うため、「大分県行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例(平成16年大分県条例第3号。以下「条例」という。)」を平成16年3

月31日に公布し、同年10月1日に施行した。

３ 行政手続オンライン化規則

(1)条例の中で、オンライン化による①申請等、②処分通知等、③縦覧等、④作成等の手続の詳

細は「規則等で定める」としており、各執行機関において規則等を制定する必要があるため、

教育委員会においては、『大分県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する規則(平成16年大分県教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)』を制定し平

成16年10月1日に施行した。

(2)その内容は、知事部局の県規則と同じものである。

４ 規則の概要

(1)申請等

①申請をしようとする者は、あらかじめ氏名又は名称、使用しようとする識別符合(ID)、暗証

符合(パスワード)等を登録しなければならない。

②申請等をしようとする者は、教育委員会が必要と認める手続については、申請様式、電子署

名(注1)及び電子証明書(注2,3)をまとめて教育委員会に送信する。なお、電子署名を要しない手

続は、識別符合(ID)、暗証符合(パスワード)を入力する方法によることもできる。

(2)処分通知等

①オンラインで行われた申請等に対する応答として処分通知等を行う場合は、原則としてオン

ラインにより行う。

②オンラインにより処分通知等を行う場合、セキュリティを確保する観点から、処分通知、電

子署名(注4)及び電子証明書(注5)を教育委員会のファイルに記録する。

(3)縦覧等

電磁的記録による縦覧等を行う場合の方法等を次の3種とする。

① インターネット上に縦覧すべき事項を掲載し、縦覧等を行う方法

② 教育委員会に設置された電子計算機を利用する方法

③ 電磁的記録に記録されている事項をプリントアウトした上で、縦覧等を行う方法

なお、どの方法で行うかについては、個別手続等の内容・実情に応じて、適切に行えるものを

個別に選択する。

(4)作成等

書面等に代えて電磁的記録により作成等を行う場合とは、電子計算機を利用して作成を行い、

電子計算機のハードディスク等の電磁的記録媒体に保存する方法をいう。

５ 規則の一部改正

(1) 改正理由

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆる「番号

法」、「マイナンバー法」)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。

以下「整備法」という。)」の施行による「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する

法律(平成14年法律第153号)」の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの

(2) 改正内容

① 題名の改正

「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」→「電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」（第3条第4項第2号関係）

② 電子証明書の定義の改正

「電子証明書」→「署名用電子証明書」（第3条第4項第2号、第4条第2号関係）

③ 施行期日 平成28年1月1日（整備法の施行の日）

備考 注１ 電子署名とは「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、誰が当

該情報を作成したか、当該情報が改ざんされていないかの双方を確認できる措置」

(いわゆる「印鑑の電子版」)

注２ 電子証明書とは「電子署名を行った者を確認するための事項が適正なものであることを証明する

ための電磁的記録」(いわゆる「印鑑証明の電子版」)

注３ 電子証明書は原則として次の２種がある。

A 法人の場合 法務局の登記官が作成

B 個人の場合 これまでは県(地方公共団体情報システム機構に委託)が発行、今後は地方公

共団体情報システム機構が発行(いわゆる公的個人認証のこと)(ICカード〔個人番号カード〕)

注4,5 この場合は、それぞれ大分県教育委員会電子署名規程に定める「電子署名」「職証明書」のこ

とを表し、職証明カード(ICカード)により電磁的に記録するものである。
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平成２８年度大分県教育庁職員定期人事異動方針（案）

第１ 基本方針

今日の教育行政を取り巻く社会情勢は、少子高齢化による人口減少社会が到来している

ことに併せ、グローバル化、ＩＣＴの進展や技術革新など、国内外を問わず、予想を超え

たスピードで変化し多様化が進んでいる。

この状況に対処し、「生涯にわたる意欲を高める『教育県大分』の創造を図っていくに

は、県教育委員会としては、地方創生への流れをしっかりと据え、内外の連携を強化し、

平成２０年の不祥事以降県民の信頼回復に向けて続けてきた様々な教育改革を更に積み重

ね、信頼される学校づくりを進めていくとともに、職員が、社会情勢の変化を敏感に受け

止め、自ら謙虚に学び続け、子どもたちに本来の学びを実感させることができるよう、不

断の見直しによる学校改革を進めていく必要がある。

そのためには、、教育行政の根幹ともいうべき教育庁職員人事については、「組織づく

り」と「人づくり」を担う人材の育成という使命を踏まえ、教育庁等職員評価システムの

積極的な活用による適正かつ体系的な人事管理の確立に向けて、次の事項を基本に行うこ

ととする。

１ 教育庁職員人事に関しては教育庁等職員評価システムの結果や職員一人ひとりの能

力、適性、意欲等を踏まえ、全県的な教育水準の向上と組織の活性化を図り、さらに

教育改革を徹底して進めるため、適材適所の人員配置を行うとともに、人事交流の推

進により職員の意識改革を図る。

特に、平成２６年１１月策定の「子どもの力と意欲の向上に向けた『芯の通った学

校組織』」活用推進プラン」を踏まえ、市町村教育委員会や学校を支援する体制を整

備するとともに、それを担う人材を育成・配置していく。

２ 人事作業の各段階において、公正かつ適正な人事事務を執行する。

３ 人事に関して、職務上知り得た情報の管理を徹底するとともに、職員団体や教育関

係団体等外部からの不当な要請・依頼等については、その趣旨を問わず、これらを一

切受けない。

なお、一定の公職にある者等から、職務の公平・公正な執行を損なうおそれのある

要望等を受けた場合は、「一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについ

ての取扱要綱」により厳正に対処する。

上記基本方針のもと、平成２８年度の定期異動については、次の方針により行うも

のとする。

第２ 昇 任 等

人材の登用については、原則として、次のような考え方に基づき、行政ニーズやポスト

数の変化に応じて、適材適所の観点に立って行うこととする。

１ 複雑・多様化する県民ニーズに迅速かつ適確に対応するためには、これまで以上に

職員一人ひとりに高い能力が求められることから、年功序列による順送り人事を厳に

排し、本庁・地方機関・教育機関を問わずあらゆる分野において、能力、意欲、実績

をより重視した幅広い人材の登用を行うこととする。

２ 管理監督者の登用にあたっては、能力、実績主義の徹底はもとより、意欲を持って

真摯に努力している職員を評価するとともに、特に、部下職員の育成、能力開発が管

理監督者の責務であることから、組織マネジメント能力や部下職員の育成能力もより

重視し、風通しのよい職場づくりが実践できる人材の登用を本庁・地方機関・教育機
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関を問わず、また、若年層に偏ることなく幅広い層から登用し、適切な配置に努める

こととする。

３ 昇任者数については、定年退職及び勧奨・希望退職の状況、組織の見直しに伴うポ

ストの削減、職級別構成人員の適正な管理など行財政改革の動向を踏まえつつ、必要

に応じた適正な数とする。

４ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策立案等

に参画できる企画・事業部門や予算・人事管理部門への女性職員の積極的な配置をは

じめ、男女を問わず、頑張っている職員にチャンスが平等に与えられる適材適所の人

事配置など、男女共同参画の推進を積極的に展開することとする。

５ 昇任推薦基準については、原則として、人事委員会の任用基準によることとする。

６ 主幹から課長補佐、主査から副主幹への昇格については、原則として、次の在級年

数を満たす職員の中から、勤務評定等を参考に、能力・意欲・実績をより重視した人

材の登用を行うこととする。

・課長補佐 課長補佐級在級５年以上

・副 主 幹 係長級在級５年以上

第３ 異 動

職員の勤務替については、原則として、概ね次のような考え方に基づき、職員の希望や

キャリア形成、勤務評定等を参考に、適材適所主義の観点に立って行うとともに、異動の

規模は、県民サ－ビスの低下や教育行政の沈滞を招かないよう十分留意し、組織の実態に

即した合理的な範囲とする。

１ 異動の対象者は、原則として同一所属勤務年数が３年以上の者とする。（新採用職

員は除く。）

２ 高度な専門性や中長期的な継続性が求められる職種、あるいは、現場主義の観点か

ら地域の実態に即した比較的長期の取組み等が求められる業務に就く職種については、

それぞれの特殊性等を考慮した勤務替を行う。

３ 新採用職員については、人材育成の観点から、できるだけ早い時期に教育委員会と

学校の両方の業務を経験させるため、原則として、次のいずれかのローテーションに

より勤務替えを行うこととする。

○本庁・地方機関・教育機関（２年）→学校（学校支援センターを含む。）

○学校（学校支援センターを含む。）（２年）→本庁・地方機関・教育機関

○現場において専門性を深める必要がある専門職員

地方機関・教育機関（３～４年）→本庁

４ 次に掲げる職員についてはその状況を十分配慮し、実状に応じて勤務替を行うこと

とする。

(１) 遠距離通勤職員及び単身赴任職員

(２) 健康上、家庭上等の事情から勤務地等について特に配慮を要する職員

(３) 組織・定数の改正や他職員の異動に関連して勤務替の必要となった職員

５ 学校事務、教育事務職員の人事交流については、人材育成と県立学校事務室及び学

校支援センター等の更なる機能充実のため、知事部局や県立学校、小中学校及び学校

支援センターとの交流をより一層推進する。

６ 公益法人等への派遣にあたっては、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律」による職員の同意が前提となることを踏まえ、担当業務、勤務条件

等については、絶えず改善を重ね、不測の不利益が生ずることのないよう環境整備に

［第２号議案］
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配慮することとする。

７ 指導部門と学校との人事交流については、職員の人材育成を通した指導力向上の観

点から、より一層推進する。

８ 学校の教育課題の解決に向けた「芯の通った学校組織」の取組を一層活用推進するた

め、学校マネジメントの指導・支援を行う管理主事や指導主事等と主幹教諭や指導教諭

等の人事交流を推進する。

９ 定期人事異動の実施時期については、別途通知することとする。

第４ 退 職

１ 職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図るため、退職希望者の募

集を行うとともに、行政職次長級相当以上の職員については、退職勧奨を行う。（詳

細は別途通知）

２ 再雇用希望者については、長年の勤務内容を考慮し、適材適所の観点から、職員定

数の範囲内で再任用又は非常勤職員として配置する。

［第２号議案］
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大
分
県
教
育
庁
職
員
定
期
人
事
異
動
方
針

新
旧
対
照
表

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度
(
案
)

第
１

基
本
方
針

第
１

基
本
方
針

県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
２
０
年
の
不
祥
事
を
受
け
て
、
県
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て

県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
２
０
年
の
不
祥
事
を
受
け
て
、
県
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て

各
種
試
験
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
始
め
と
す
る
様
々
な
教
育
行
政
の
改
善
策
を
着
実
に
各
種
試
験
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
始
め
と
す
る
様
々
な
教
育
行
政
の
改
善
策
を
着
実
に

実
施
し
て
き
た
。

実
施
し
て
き
た
。

今
後
は
現
状
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
教
育
を
不
断
に
改
善
し
、
子
ど
も
の
力
と
意
欲
を
一

今
後
は
現
状
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
教
育
を
不
断
に
改
善
し
、
子
ど
も
の
力
と
意
欲
を
一

層
伸
ば
せ
る
よ
う
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
学
校
と
の
綿
密
な
連
携
の
も
と
、
取
組
の
推
進
層
伸
ば
せ
る
よ
う
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
学
校
と
の
綿
密
な
連
携
の
も
と
、
取
組
の
推
進

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

教
育
庁
職
員
に
お
い
て
は
、
教
育
本
来
の
目
的
で
あ
る
、
「
子
ど
も
た
ち
が
夢
に
挑
戦
し
、

教
育
庁
職
員
に
お
い
て
は
、
教
育
本
来
の
目
的
で
あ
る
、
「
子
ど
も
た
ち
が
夢
に
挑
戦
し
、

自
己
実
現
を
図
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
た
め
、
常
日
頃
か
ら
改
革
自
己
実
現
を
図
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
た
め
、
常
日
頃
か
ら
改
革

・
改
善
の
視
点
を
持
ち
、
情
熱
を
も
っ
て
教
育
行
政
に
取
り
組
み
、
教
育
の
場
で
実
を
あ
げ
・
改
善
の
視
点
を
持
ち
、
情
熱
を
も
っ
て
教
育
行
政
に
取
り
組
み
、
教
育
の
場
で
実
を
あ
げ

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

今
日
の
教
育
行
政
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
社
会
が
到

来
し
て
い
る
こ
と
に
併
せ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
や
技
術
革
新
な
ど
、
国
内
外

を
問
わ
ず
、
予
想
を
超
え
た
ス
ピ
ー
ド
で
変
化
し
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。

こ
の
状
況
に
対
処
し
、
「
生
涯
に
わ
た
る
意
欲
を
高
め
る
『
教
育
県
大
分
』
の
創
造
を
図

っ
て
い
く
に
は
、
県
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
地
方
創
生
へ
の
流
れ
を
し
っ
か
り
と
据
え
、

内
外
の
連
携
を
強
化
し
、
平
成
２
０
年
の
不
祥
事
以
降
県
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て
続
け
て

き
た
様
々
な
教
育
改
革
を
更
に
積
み
重
ね
、
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
と
と

も
に
、
職
員
が
、
社
会
情
勢
の
変
化
を
敏
感
に
受
け
止
め
、
自
ら
謙
虚
に
学
び
続
け
、
子
ど

も
た
ち
に
本
来
の
学
び
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
不
断
の
見
直
し
に
よ
る
学
校

改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
教
育
行
政
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
教
育
庁
職
員
人
事
に
つ
い
て
は
、
「
人
づ

こ
の
た
め
そ
の
た
め
に
は
、
教
育
行
政
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
教
育
庁
職
員
人
事
に
つ
い

く
り
を
担
う
人
材
の
育
成
」
と
い
う
使
命
を
踏
ま
え
、
勤
務
評
定
に
よ
る
人
事
評
価
結
果
や
て
は
、
「
人
づ
く
り
を
担
う
人
材
の
育
成
」
「
組
織
づ
く
り
」
と
「
人
づ
く
り
」
を
担
う
人
材

教
育
庁
等
職
員
目
標
管
理
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
る
適
正
か
つ
体
系
的
な
人
事
管
理
の
確
立
の
育
成
と
い
う
使
命
を
踏
ま
え
、
勤
務
評
定
に
よ
る
人
事
評
価
結
果
や
教
育
庁
等
職
員
目
標

に
向
け
て
、
次
の
事
項
を
基
本
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

管
理
の
教
育
庁
等
職
員
評
価
シ
ス
テ
ム
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
る
適
正
か
つ
体
系
的
な
人
事

管
理
の
確
立
に
向
け
て
、
次
の
事
項
を
基
本
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

１
教
育
庁
職
員
人
事
に
関
し
て
は
、
勤
務
評
定
に
よ
る
人
事
評
価
結
果
や
職
員
一
人
ひ
と
１

教
育
庁
職
員
人
事
に
関
し
て
は
、
勤
務
評
定
に
よ
る
人
事
評
価
教
育
庁
等
職
員
評
価
シ

り
の
能
力
、
適
性
、
意
欲
等
を
踏
ま
え
、
全
県
的
な
教
育
水
準
の
向
上
と
組
織
の
活
性
化

ス
テ
ム
の
結
果
や
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
、
適
性
、
意
欲
等
を
踏
ま
え
、
全
県
的
な
教

を
図
り
、
さ
ら
に
教
育
改
革
を
徹
底
し
て
進
め
る
た
め
、
適
材
適
所
の
人
員
配
置
を
行
う

育
水
準
の
向
上
と
組
織
の
活
性
化
を
図
り
、
さ
ら
に
教
育
改
革
を
徹
底
し
て
進
め
る
た
め
、

と
と
も
に
、
人
事
交
流
の
推
進
に
よ
り
職
員
の
意
識
改
革
を
図
る
。

適
材
適
所
の
人
員
配
置
を
行
う
と
と
も
に
、
人
事
交
流
の
推
進
に
よ
り
職
員
の
意
識
改
革

特
に
、
平
成
２
６
年
１
１
月
策
定
の
「
子
ど
も
の
力
と
意
欲
の
向
上
に
向
け
た
『
芯

を
図
る
。

の
通
っ
た
学
校
組
織
』
」
活
用
推
進
プ
ラ
ン
」
を
踏
ま
え
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
学
校

特
に
、
平
成
２
６
年
１
１
月
策
定
の
「
子
ど
も
の
力
と
意
欲
の
向
上
に
向
け
た
『
芯

を
支
援
す
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
担
う
人
材
を
育
成
・
配
置
し
て
い
く
。

の
通
っ
た
学
校
組
織
』
」
活
用
推
進
プ
ラ
ン
」
を
踏
ま
え
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
学
校

を
支
援
す
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
担
う
人
材
を
育
成
・
配
置
し
て
い
く
。

２
人
事
作
業
の
各
段
階
に
お
い
て
、
公
正
か
つ
適
正
な
人
事
事
務
を
執
行
す
る
。

２
人
事
作
業
の
各
段
階
に
お
い
て
、
公
正
か
つ
適
正
な
人
事
事
務
を
執
行
す
る
。

３
人
事
に
関
し
て
、
職
務
上
知
り
得
た
情
報
の
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
職
員
団
体
３

人
事
に
関
し
て
、
職
務
上
知
り
得
た
情
報
の
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
職
員
団
体

や
教
育
関
係
団
体
等
外
部
か
ら
の
不
当
な
要
請
・
依
頼
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
問

や
教
育
関
係
団
体
等
外
部
か
ら
の
不
当
な
要
請
・
依
頼
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
問

わ
ず
、
こ
れ
ら
を
一
切
受
け
な
い
。

わ
ず
、
こ
れ
ら
を
一
切
受
け
な
い
。

な
お
、
一
定
の
公
職
に
あ
る
者
等
か
ら
、
職
務
の
公
平
・
公
正
な
執
行
を
損
な
う
お
そ

な
お
、
一
定
の
公
職
に
あ
る
者
等
か
ら
、
職
務
の
公
平
・
公
正
な
執
行
を
損
な
う
お
そ

れ
の
あ
る
要
望
等
を
受
け
た
場
合
は
、
「
一
定
の
公
職
に
あ
る
者
等
か
ら
の
職
務
に
関
す

れ
の
あ
る
要
望
等
を
受
け
た
場
合
は
、
「
一
定
の
公
職
に
あ
る
者
等
か
ら
の
職
務
に
関
す

る
働
き
か
け
に
つ
い
て
の
取
扱
要
綱
」
に
よ
り
厳
正
に
対
処
す
る
。

る
働
き
か
け
に
つ
い
て
の
取
扱
要
綱
」
に
よ
り
厳
正
に
対
処
す
る
。

上
記
基
本
方
針
の
も
と
、
平
成
２
７
年
度
の
定
期
異
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
よ

上
記
基
本
方
針
の
も
と
、
平
成
２
８
年
度
の
定
期
異
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
２

昇
任
等

第
２

昇
任
等

人
材
の
登
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
行
政
ニ
ー

人
材
の
登
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
行
政
ニ
ー

ズ
や
ポ
ス
ト
数
の
変
化
に
応
じ
て
、
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

ズ
や
ポ
ス
ト
数
の
変
化
に
応
じ
て
、
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

１
複
雑
・
多
様
化
す
る
県
民
ニ
ー
ズ
に
迅
速
か
つ
適
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
１

複
雑
・
多
様
化
す
る
県
民
ニ
ー
ズ
に
迅
速
か
つ
適
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
職
員
一
人
ひ
と
り
に
高
い
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
功
序
列
に
よ
る

で
以
上
に
職
員
一
人
ひ
と
り
に
高
い
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
功
序
列
に
よ
る

順
送
り
人
事
を
厳
に
排
し
、
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

順
送
り
人
事
を
厳
に
排
し
、
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

お
い
て
、
能
力
、
意
欲
、
実
績
を
よ
り
重
視
し
た
幅
広
い
人
材
の
登
用
を
行
う
こ
と
と
す

お
い
て
、
能
力
、
意
欲
、
実
績
を
よ
り
重
視
し
た
幅
広
い
人
材
の
登
用
を
行
う
こ
と
と
す

る
。

る
。

２
管
理
監
督
者
の
登
用
に
あ
た
っ
て
は
、
能
力
、
実
績
主
義
の
徹
底
は
も
と
よ
り
、
意
欲
２

管
理
監
督
者
の
登
用
に
あ
た
っ
て
は
、
能
力
、
実
績
主
義
の
徹
底
は
も
と
よ
り
、
意
欲

を
持
っ
て
真
摯
に
努
力
し
て
い
る
職
員
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
特
に
、
部
下
職
員
の
育

を
持
っ
て
真
摯
に
努
力
し
て
い
る
職
員
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
特
に
、
部
下
職
員
の
育

成
、
能
力
開
発
が
管
理
監
督
者
の
責
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
や

成
、
能
力
開
発
が
管
理
監
督
者
の
責
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
や

部
下
職
員
の
育
成
能
力
も
よ
り
重
視
し
、
風
通
し
の
よ
い
職
場
づ
く
り
が
実
践
で
き
る
人

部
下
職
員
の
育
成
能
力
も
よ
り
重
視
し
、
風
通
し
の
よ
い
職
場
づ
く
り
が
実
践
で
き
る
人

材
の
登
用
を
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
若
年
層
に
偏
る
こ
と
な

材
の
登
用
を
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
若
年
層
に
偏
る
こ
と
な

く
幅
広
い
層
か
ら
登
用
し
、
適
切
な
配
置
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

く
幅
広
い
層
か
ら
登
用
し
、
適
切
な
配
置
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

３
昇
任
者
数
に
つ
い
て
は
、
定
年
退
職
及
び
勧
奨
・
希
望
退
職
の
状
況
、
組
織
の
見
直
し
３

昇
任
者
数
に
つ
い
て
は
、
定
年
退
職
及
び
勧
奨
・
希
望
退
職
の
状
況
、
組
織
の
見
直
し

に
伴
う
ポ
ス
ト
の
削
減
、
職
級
別
構
成
人
員
の
適
正
な
管
理
な
ど
行
財
政
改
革
の
動
向
を

に
伴
う
ポ
ス
ト
の
削
減
、
職
級
別
構
成
人
員
の
適
正
な
管
理
な
ど
行
財
政
改
革
の
動
向
を

踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
た
適
正
な
数
と
す
る
。

踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
た
適
正
な
数
と
す
る
。

４
政
策
立
案
等
に
参
画
で
き
る
企
画
・
事
業
部
門
や
予
算
・
人
事
管
理
部
門
へ
の
女
性
職
４

「
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
政

員
の
積
極
的
な
配
置
を
は
じ
め
、
男
女
を
問
わ
ず
、
頑
張
っ
て
い
る
職
員
に
チ
ャ
ン
ス
が

策
立
案
等
に
参
画
で
き
る
企
画
・
事
業
部
門
や
予
算
・
人
事
管
理
部
門
へ
の
女
性
職
員
の

［第２号議案］
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平
等
に
与
え
ら
れ
る
適
材
適
所
の
人
事
配
置
な
ど
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
を
積
極
的
に

積
極
的
な
配
置
を
は
じ
め
、
男
女
を
問
わ
ず
、
頑
張
っ
て
い
る
職
員
に
チ
ャ
ン
ス
が
平
等

展
開
す
る
こ
と
と
す
る
。

に
与
え
ら
れ
る
適
材
適
所
の
人
事
配
置
な
ど
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
を
積
極
的
に
展
開

す
る
こ
と
と
す
る
。

５
昇
任
推
薦
基
準
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
人
事
委
員
会
の
任
用
基
準
に
よ
る
こ
と
５

昇
任
推
薦
基
準
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
人
事
委
員
会
の
任
用
基
準
に
よ
る
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。

６
主
幹
か
ら
課
長
補
佐
、
主
査
か
ら
副
主
幹
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
次
６

主
幹
か
ら
課
長
補
佐
、
主
査
か
ら
副
主
幹
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
次

の
在
級
年
数
を
満
た
す
職
員
の
中
か
ら
、
勤
務
評
定
等
を
参
考
に
、
能
力
・
意
欲
・
実
績

の
在
級
年
数
を
満
た
す
職
員
の
中
か
ら
、
勤
務
評
定
等
を
参
考
に
、
能
力
・
意
欲
・
実
績

を
よ
り
重
視
し
た
人
材
の
登
用
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

を
よ
り
重
視
し
た
人
材
の
登
用
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

・
課
長
補
佐

課
長
補
佐
級
在
級
５
年
以
上

・
課
長
補
佐

課
長
補
佐
級
在
級
５
年
以
上

・
副
主
幹

係
長
級
在
級
５
年
以
上

・
副
主
幹

係
長
級
在
級
５
年
以
上

第
３

異
動

第
３

異
動

職
員
の
勤
務
替
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
概
ね
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
職

職
員
の
勤
務
替
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
概
ね
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
職

員
の
希
望
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
勤
務
評
定
等
を
参
考
に
適
材
適
所
主
義
の
観
点
に
立
っ
て
行
員
の
希
望
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
勤
務
評
定
等
を
参
考
に
適
材
適
所
主
義
の
観
点
に
立
っ
て
行

う
と
と
も
に
、
異
動
の
規
模
は
、
県
民
サ
－
ビ
ス
の
低
下
や
教
育
行
政
の
沈
滞
を
招
か
な
い
う
と
と
も
に
、
異
動
の
規
模
は
、
県
民
サ
－
ビ
ス
の
低
下
や
教
育
行
政
の
沈
滞
を
招
か
な
い

よ
う
十
分
留
意
し
、
組
織
の
実
態
に
即
し
た
合
理
的
な
範
囲
と
す
る
。

よ
う
十
分
留
意
し
、
組
織
の
実
態
に
即
し
た
合
理
的
な
範
囲
と
す
る
。

１
異
動
の
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
同
一
所
属
勤
務
年
数
が
３
年
以
上
の
者
と
す
る
。
（
新
１

異
動
の
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
同
一
所
属
勤
務
年
数
が
３
年
以
上
の
者
と
す
る
。
（
新

採
用
職
員
は
除
く
。
）

採
用
職
員
は
除
く
。
）

２
高
度
な
専
門
性
や
中
長
期
的
な
継
続
性
が
求
め
ら
れ
る
職
種
、
あ
る
い
は
、
現
場
主
義
２

高
度
な
専
門
性
や
中
長
期
的
な
継
続
性
が
求
め
ら
れ
る
職
種
、
あ
る
い
は
、
現
場
主
義

の
観
点
か
ら
地
域
の
実
態
に
即
し
た
比
較
的
長
期
の
取
組
み
等
が
求
め
ら
れ
る
業
務
に
就

の
観
点
か
ら
地
域
の
実
態
に
即
し
た
比
較
的
長
期
の
取
組
み
等
が
求
め
ら
れ
る
業
務
に
就

く
職
種
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
等
を
考
慮
し
た
勤
務
替
を
行
う
。

く
職
種
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
等
を
考
慮
し
た
勤
務
替
を
行
う
。

３
新
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
人
材
育
成
の
観
点
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
教
育
３

新
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
人
材
育
成
の
観
点
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
教
育

委
員
会
と
学
校
の
両
方
の
業
務
を
経
験
さ
せ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の

委
員
会
と
学
校
の
両
方
の
業
務
を
経
験
さ
せ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
勤
務
替
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
勤
務
替
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

○
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
（
２
年
）
→
学
校
（
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）

○
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関
（
２
年
）
→
学
校
（
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）

○
学
校
（
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
（
２
年
）
→
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関

○
学
校
（
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
（
２
年
）
→
本
庁
・
地
方
機
関
・
教
育
機
関

○
現
場
に
お
い
て
専
門
性
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
専
門
職
員

○
現
場
に
お
い
て
専
門
性
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
専
門
職
員

地
方
機
関
・
教
育
機
関
（
３
～
４
年
）
→
本
庁

地
方
機
関
・
教
育
機
関
（
３
～
４
年
）
→
本
庁

４
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
そ
の
状
況
を
十
分
配
慮
し
、
実
状
に
応
じ
て
勤
務
替
を
４

次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
そ
の
状
況
を
十
分
配
慮
し
、
実
状
に
応
じ
て
勤
務
替
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

行
う
こ
と
と
す
る
。

(
１
)
遠
距
離
通
勤
職
員
及
び
単
身
赴
任
職
員

(
１
)
遠
距
離
通
勤
職
員
及
び
単
身
赴
任
職
員

(
２
)
健
康
上
、
家
庭
上
等
の
事
情
か
ら
勤
務
地
等
に
つ
い
て
特
に
配
慮
を
要
す
る
職

(
２
)
健
康
上
、
家
庭
上
等
の
事
情
か
ら
勤
務
地
等
に
つ
い
て
特
に
配
慮
を
要
す
る
職

員
員

(
３
)
組
織
・
定
数
の
改
正
や
他
職
員
の
異
動
に
関
連
し
て
勤
務
替
の
必
要
と
な
っ
た

(
３
)
組
織
・
定
数
の
改
正
や
他
職
員
の
異
動
に
関
連
し
て
勤
務
替
の
必
要
と
な
っ
た

職
員

職
員

５
県
立
学
校
事
務
職
員
の
採
用
試
験
が
、
平
成
２
０
年
度
実
施
か
ら
試
験
区
分
を
「
行
政
」
５

学
校
事
務
、
教
育
事
務
職
員
の
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
人
材
育
成
と
県
立
学
校
事
務

に
統
一
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
知
事
部
局
や
県
立
学
校
等
と
の
人
事
交
流
を
推
進
す
る
。

室
及
び
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
更
な
る
機
能
充
実
の
た
め
、
知
事
部
局
や
県
立
学
校
、

ま
た
、
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
の
更
な
る
機
能
充
実
の
た
め
、
小
中
学
校
及
び
学
校
支
援

小
中
学
校
及
び
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
交
流
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
。

セ
ン
タ
ー
と
の
人
事
交
流
も
推
進
す
る
。

６
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
に
あ
た
っ
て
は
、
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
６

公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
に
あ
た
っ
て
は
、
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
職
員
の
同
意
が
前
提
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
担

員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
職
員
の
同
意
が
前
提
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
担

当
業
務
、
勤
務
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
絶
え
ず
改
善
を
重
ね
、
不
測
の
不
利
益
が
生
ず
る

当
業
務
、
勤
務
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
絶
え
ず
改
善
を
重
ね
、
不
測
の
不
利
益
が
生
ず
る

こ
と
の
な
い
よ
う
環
境
整
備
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
と
の
な
い
よ
う
環
境
整
備
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

７
指
導
部
門
と
学
校
と
の
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
人
事
の
活
性
化
に
よ
り
、
職
員
の
人
７

指
導
部
門
と
学
校
と
の
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
人
材
育
成
を
通
し
た
指
導
力

材
育
成
や
「
芯
の
通
っ
た
学
校
組
織
」
の
活
用
推
進
の
観
点
か
ら
、
よ
り
一
層
推
進
す
る
。

向
上
の
観
点
か
ら
、
よ
り
一
層
推
進
す
る
。

な
お
、
学
校
現
場
の
指
導
教
諭
に
指
導
主
事
等
か
ら
も
任
用
す
る
。

８
学
校
現
場
は
組
織
的
な
課
題
解
決
力
が
今
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

８
学
校
の
教
育
課
題
解
決
に
向
け
た
「
芯
の
通
っ
た
学
校
組
織
」
の
取
組
を
一
層
活
用
推

よ
り
組
織
的
な
運
営
が
行
え
る
よ
う
学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
指
導
・
支
援
を
行
う
管
理
主

進
す
る
た
め
、
学
校
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
指
導
・
支
援
を
行
う
管
理
主
事
や
指
導
主
事
等
と

事
を
本
庁
及
び
教
育
事
務
所
に
配
置
す
る
。

主
幹
教
諭
や
指
導
教
諭
等
の
人
事
交
流
を
推
進
す
る
。

９
定
期
人
事
異
動
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

９
定
期
人
事
異
動
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
４

退
職

第
４

退
職

１
職
員
の
年
齢
別
構
成
の
適
正
化
を
通
じ
た
組
織
活
力
の
維
持
等
を
図
る
た
め
、
退
職
希
１

職
員
の
年
齢
別
構
成
の
適
正
化
を
通
じ
た
組
織
活
力
の
維
持
等
を
図
る
た
め
、
退
職
希

望
者
の
募
集
を
行
う
と
と
も
に
、
行
政
職
次
長
級
相
当
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
退
職

望
者
の
募
集
を
行
う
と
と
も
に
、
行
政
職
次
長
級
相
当
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
退
職

勧
奨
を
行
う
。
（
詳
細
は
別
途
通
知
）

勧
奨
を
行
う
。
（
詳
細
は
別
途
通
知
）

２
再
雇
用
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
長
年
の
勤
務
内
容
を
考
慮
し
、
適
材
適
所
の
観
点
か
ら
、
２

再
雇
用
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
長
年
の
勤
務
内
容
を
考
慮
し
、
適
材
適
所
の
観
点
か
ら
、

職
員
定
数
の
範
囲
内
で
再
任
用
又
は
非
常
勤
職
員
と
し
て
配
置
す
る
。

職
員
定
数
の
範
囲
内
で
再
任
用
又
は
非
常
勤
職
員
と
し
て
配
置
す
る
。
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第

三

号

議

案

技

能

労

務

職

員

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

技

能

労

務

職

員

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

平

成

二

十

七

年

十

二

月

十

八

日

提

出

大

分

県

教

育

委

員

会

教

育

長

工

藤

利

明

技

能

労

務

職

員

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

技

能

労

務

職

員

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

六

年

大

分

県

教

育

委

員

会

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

［第３号議案］
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別表第一（第二条関係）

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
131,100 226,400 242,000 258,900 285,100
132,200 228,000 243,900 260,800 287,300
133,400 229,500 245,800 262,600 289,400
134,500 231,100 247,700 264,500 291,600
135,600 232,600 249,600 266,400 293,600
136,700 234,300 251,500 268,300 295,700
137,900 235,800 253,400 270,200 297,900
139,000 237,400 255,300 272,200 300,100
140,100 238,900 257,200 274,100 302,200
141,200 240,400 259,100 276,100 304,400
142,400 242,000 261,000 278,100 306,500
143,500 243,500 262,900 280,000 308,700
144,600 245,000 264,800 281,900 310,700
145,700 246,500 266,700 283,900 312,800
146,800 247,900 268,600 285,800 314,900
147,900 249,300 270,500 287,800 317,000
149,000 250,800 272,400 289,600 319,000
150,400 252,600 274,300 291,500 321,000
151,700 254,300 276,200 293,400 323,100
153,000 256,100 278,000 295,300 325,200
154,300 257,800 279,700 297,200 326,900
155,800 259,600 281,600 299,100 329,000
157,300 261,400 283,400 301,000 330,900
158,900 263,100 285,300 302,800 333,000
160,200 265,100 287,000 304,600 334,800
161,700 267,000 288,700 306,500 336,700
163,200 268,800 290,500 308,300 338,600
164,700 270,700 292,300 310,200 340,500
166,100 272,600 294,000 311,800 342,300
168,800 274,500 295,700 313,500 344,200
171,400 276,400 297,400 315,300 346,100
174,000 278,300 299,000 317,200 347,900
176,700 280,200 300,700 318,700 349,600
178,400 282,100 302,400 320,500 351,200
180,100 284,000 304,000 322,300 352,900
181,800 285,900 305,700 324,100 354,500
183,300 287,800 306,900 325,800 356,000
185,100 289,700 308,400 327,300 357,000
186,900 291,600 309,900 328,900 358,300
188,600 293,500 311,500 330,500 359,500
190,200 295,400 313,100 331,800 360,600

号給

技　能　労　務　職　給　料　表

1

職　 員
の区分

2
3
4
5

8
9

6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

28
29

22
23
24
25
26
27

41

34
35
36
37
38
39
40

30
31
32
33

［第３号議案］
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192,000 297,300 314,700 333,200 361,600
193,800 299,200 316,300 334,500 362,600
195,600 301,100 317,800 335,800 363,700
197,200 303,000 319,300 337,000 364,600
199,000 304,900 320,500 337,900 365,400
200,800 306,800 321,700 339,000 366,200
202,600 308,700 322,900 340,200 367,000
204,300 310,600 323,600 341,400 367,600
206,100 312,500 324,500 342,100 368,300
207,900 314,400 325,300 343,100 369,100
209,700 316,300 326,100 343,900 369,800
211,100 318,200 327,000 344,600 370,300
212,900 320,100 327,400 345,500 371,000
214,600 322,000 328,100 346,200 371,700
216,400 323,900 328,900 347,000 372,400
218,100 325,800 329,700 347,600 372,800
219,800 327,700 330,400 348,200 373,400
221,400 329,600 331,100 348,800 374,100
223,000 331,500 331,800 349,400 374,700
224,500 333,400 332,300 349,800 375,100
226,200 332,900 350,300 375,700
227,800 333,400 350,900 376,400
229,400 334,000 351,500 377,000
230,800 334,300 351,800 377,400
232,300 334,800 352,400 377,900
233,800 335,200 353,000 378,500
235,100 335,700 353,500 379,100
236,400 336,100 353,800 379,500
237,600 336,600 354,300 380,100
238,700 337,100 354,900 380,600
239,900 337,600 355,400 381,000
241,200 337,900 355,700 381,400
242,500 338,300 356,200 381,800
243,700 338,800 356,800 382,200
245,000 339,200 357,300 382,600
246,000 339,500 357,500 383,000
247,400 339,900 358,000 383,400
248,900 340,400 358,500 383,700
250,400 340,800 358,900 384,100
251,800 341,000 359,300 384,300
253,200 341,400 359,800 384,700
254,600 341,900 360,300 385,100
256,000 342,300 360,600 385,400
257,200 342,400 361,100 385,600
258,500 342,900 361,500 386,000
259,900 343,300 361,900 386,400

　　再任
　　用職
　　員以
　　外の
　　職員

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

［第３号議案］
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261,300 343,600 362,300 386,700
262,600 343,900 362,800 386,900
263,700 344,300 363,200 387,300
265,000 344,700 363,600 387,700
266,300 345,100 363,900 388,000
267,400 345,600 364,300 388,200
268,500 346,000 364,700
269,800 346,400 365,100
271,100 346,800 365,400
272,200 347,300 365,800
273,200 347,700 366,200
274,300 348,000 366,600
275,400 348,300 366,900
276,600 348,800 367,300
277,600 349,200 367,700
278,500 349,500 368,100
279,500 349,800 368,400
280,300 350,300 368,800
281,200 350,700
281,900 351,000
282,800 351,300
283,800 351,800
284,600 352,200
285,400 352,500
286,200 352,800
287,000 353,300
287,500
287,900
288,400
288,500
288,900
289,100
289,500
289,700

　　再任
　　用職
　　員

100
101
102
103

88
89
90
91
92
93
94
95

245,000

118
119
120
121

104
105
106
107

114
115
116
117

110
111
112
113

96
97

108
109

98
99

［第３号議案］
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附

則

（

施

行

期

日

等

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

改

正

後

の

技

能

労

務

職

員

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

（

一

般

職

員

の

例

に

よ

る

取

扱

い

）

２

職

員

の

給

料

の

切

替

え

及

び

そ

の

切

替

え

に

伴

う

措

置

そ

の

他

こ

の

規

則

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

は

、

一

般

職

員

の

例

に

よ

る

。

提

案

理

由

人

事

委

員

会

勧

告

に

基

づ

く

行

政

職

給

料

表

の

改

正

に

伴

い

、

同

表

を

合

成

し

て

作

成

し

て

い

る

技

能

労

務

職

給

料

表

を

改

正

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

提

案

す

る

。

［第３号議案］
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○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
〜
第
十
条

略

第
一
条
〜
第
十
条

略

附

則

附

則

１
〜
４

略

１
〜
４

略

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給

与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

（
一
般
職
員
の
例
に
よ
る
取
扱
い
）

２

職
員
の
給
料
の
切
替
え
及
び
そ
の
切
替
え
に
伴
う
措
置
そ
の
他
こ
の
規
則

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一

別
紙
の
と
お
り

別
表
第
一

別
紙
の
と
お
り

別
表
第
二
〜
別
表
第
五

略

別
表
第
二
〜
別
表
第
五

略

［第３号議案］
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○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
第
２
条
関
係
）
　
新
旧
対
照
表

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

職
務
の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

1
1
3
1
,
1
0
0

2
2
6
,
4
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
5
8
,
9
0
0

2
8
5
,
1
0
0

1
1
2
8
,
6
0
0

2
2
3
,
9
0
0

2
4
0
,
8
0
0

2
5
7
,
4
0
0

2
8
3
,
9
0
0

2
1
3
2
,
2
0
0

2
2
8
,
0
0
0

2
4
3
,
9
0
0

2
6
0
,
8
0
0

2
8
7
,
3
0
0

2
1
2
9
,
7
0
0

2
2
5
,
5
0
0

2
4
2
,
7
0
0

2
5
9
,
4
0
0

2
8
6
,
1
0
0

3
1
3
3
,
4
0
0

2
2
9
,
5
0
0

2
4
5
,
8
0
0

2
6
2
,
6
0
0

2
8
9
,
4
0
0

3
1
3
0
,
9
0
0

2
2
7
,
1
0
0

2
4
4
,
6
0
0

2
6
1
,
3
0
0

2
8
8
,
2
0
0

4
1
3
4
,
5
0
0

2
3
1
,
1
0
0

2
4
7
,
7
0
0

2
6
4
,
5
0
0

2
9
1
,
6
0
0

4
1
3
2
,
0
0
0

2
2
8
,
7
0
0

2
4
6
,
5
0
0

2
6
3
,
2
0
0

2
9
0
,
4
0
0

5
1
3
5
,
6
0
0

2
3
2
,
6
0
0

2
4
9
,
6
0
0

2
6
6
,
4
0
0

2
9
3
,
6
0
0

5
1
3
3
,
1
0
0

2
3
0
,
3
0
0

2
4
8
,
4
0
0

2
6
5
,
1
0
0

2
9
2
,
4
0
0

6
1
3
6
,
7
0
0

2
3
4
,
3
0
0

2
5
1
,
5
0
0

2
6
8
,
3
0
0

2
9
5
,
7
0
0

6
1
3
4
,
2
0
0

2
3
2
,
0
0
0

2
5
0
,
3
0
0

2
6
7
,
1
0
0

2
9
4
,
5
0
0

7
1
3
7
,
9
0
0

2
3
5
,
8
0
0

2
5
3
,
4
0
0

2
7
0
,
2
0
0

2
9
7
,
9
0
0

7
1
3
5
,
4
0
0

2
3
3
,
6
0
0

2
5
2
,
2
0
0

2
6
9
,
0
0
0

2
9
6
,
7
0
0

8
1
3
9
,
0
0
0

2
3
7
,
4
0
0

2
5
5
,
3
0
0

2
7
2
,
2
0
0

3
0
0
,
1
0
0

8
1
3
6
,
5
0
0

2
3
5
,
2
0
0

2
5
4
,
1
0
0

2
7
1
,
0
0
0

2
9
8
,
9
0
0

9
1
4
0
,
1
0
0

2
3
8
,
9
0
0

2
5
7
,
2
0
0

2
7
4
,
1
0
0

3
0
2
,
2
0
0

9
1
3
7
,
6
0
0

2
3
6
,
8
0
0

2
5
6
,
0
0
0

2
7
2
,
9
0
0

3
0
1
,
0
0
0

1
0

1
4
1
,
2
0
0

2
4
0
,
4
0
0

2
5
9
,
1
0
0

2
7
6
,
1
0
0

3
0
4
,
4
0
0

1
0

1
3
8
,
7
0
0

2
3
8
,
4
0
0

2
5
7
,
9
0
0

2
7
4
,
9
0
0

3
0
3
,
2
0
0

1
1

1
4
2
,
4
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
6
1
,
0
0
0

2
7
8
,
1
0
0

3
0
6
,
5
0
0

1
1

1
3
9
,
9
0
0

2
4
0
,
0
0
0

2
5
9
,
8
0
0

2
7
6
,
9
0
0

3
0
5
,
3
0
0

1
2

1
4
3
,
5
0
0

2
4
3
,
5
0
0

2
6
2
,
9
0
0

2
8
0
,
0
0
0

3
0
8
,
7
0
0

1
2

1
4
1
,
0
0
0

2
4
1
,
6
0
0

2
6
1
,
7
0
0

2
7
8
,
8
0
0

3
0
7
,
5
0
0

1
3

1
4
4
,
6
0
0

2
4
5
,
0
0
0

2
6
4
,
8
0
0

2
8
1
,
9
0
0

3
1
0
,
7
0
0

1
3

1
4
2
,
1
0
0

2
4
3
,
2
0
0

2
6
3
,
6
0
0

2
8
0
,
7
0
0

3
0
9
,
5
0
0

1
4

1
4
5
,
7
0
0

2
4
6
,
5
0
0

2
6
6
,
7
0
0

2
8
3
,
9
0
0

3
1
2
,
8
0
0

1
4

1
4
3
,
2
0
0

2
4
4
,
7
0
0

2
6
5
,
5
0
0

2
8
2
,
7
0
0

3
1
1
,
6
0
0

1
5

1
4
6
,
8
0
0

2
4
7
,
9
0
0

2
6
8
,
6
0
0

2
8
5
,
8
0
0

3
1
4
,
9
0
0

1
5

1
4
4
,
3
0
0

2
4
6
,
2
0
0

2
6
7
,
4
0
0

2
8
4
,
6
0
0

3
1
3
,
7
0
0

1
6

1
4
7
,
9
0
0

2
4
9
,
3
0
0

2
7
0
,
5
0
0

2
8
7
,
8
0
0

3
1
7
,
0
0
0

1
6

1
4
5
,
4
0
0

2
4
7
,
7
0
0

2
6
9
,
3
0
0

2
8
6
,
6
0
0

3
1
5
,
8
0
0

1
7

1
4
9
,
0
0
0

2
5
0
,
8
0
0

2
7
2
,
4
0
0

2
8
9
,
6
0
0

3
1
9
,
0
0
0

1
7

1
4
6
,
5
0
0

2
4
9
,
2
0
0

2
7
1
,
2
0
0

2
8
8
,
4
0
0

3
1
7
,
8
0
0

1
8

1
5
0
,
4
0
0

2
5
2
,
6
0
0

2
7
4
,
3
0
0

2
9
1
,
5
0
0

3
2
1
,
0
0
0

1
8

1
4
7
,
9
0
0

2
5
1
,
1
0
0

2
7
3
,
1
0
0

2
9
0
,
3
0
0

3
1
9
,
8
0
0

1
9

1
5
1
,
7
0
0

2
5
4
,
3
0
0

2
7
6
,
2
0
0

2
9
3
,
4
0
0

3
2
3
,
1
0
0

1
9

1
4
9
,
2
0
0

2
5
2
,
9
0
0

2
7
5
,
0
0
0

2
9
2
,
2
0
0

3
2
1
,
9
0
0

2
0

1
5
3
,
0
0
0

2
5
6
,
1
0
0

2
7
8
,
0
0
0

2
9
5
,
3
0
0

3
2
5
,
2
0
0

2
0

1
5
0
,
5
0
0

2
5
4
,
7
0
0

2
7
6
,
8
0
0

2
9
4
,
1
0
0

3
2
4
,
0
0
0

2
1

1
5
4
,
3
0
0

2
5
7
,
8
0
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
7
,
2
0
0

3
2
6
,
9
0
0

2
1

1
5
1
,
8
0
0

2
5
6
,
4
0
0

2
7
8
,
5
0
0

2
9
6
,
0
0
0

3
2
5
,
7
0
0

2
2

1
5
5
,
8
0
0

2
5
9
,
6
0
0

2
8
1
,
6
0
0

2
9
9
,
1
0
0

3
2
9
,
0
0
0

2
2

1
5
3
,
3
0
0

2
5
8
,
3
0
0

2
8
0
,
4
0
0

2
9
7
,
9
0
0

3
2
7
,
8
0
0

2
3

1
5
7
,
3
0
0

2
6
1
,
4
0
0

2
8
3
,
4
0
0

3
0
1
,
0
0
0

3
3
0
,
9
0
0

2
3

1
5
4
,
8
0
0

2
6
0
,
2
0
0

2
8
2
,
2
0
0

2
9
9
,
8
0
0

3
2
9
,
8
0
0

2
4

1
5
8
,
9
0
0

2
6
3
,
1
0
0

2
8
5
,
3
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
3
3
,
0
0
0

2
4

1
5
6
,
4
0
0

2
6
1
,
9
0
0

2
8
4
,
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技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正の概要

１ 改正理由

「職員の給与に関する条例等の一部改正(第１条関係)」による「職員の給与

に関する条例(昭和３２年大分県条例第３９号。以下｢給与条例｣という。)」の

行政職給料表(別表第一)の改正(平成２７年第４回定例県議会で議決)に伴い、

当該給料表を合成して作成している技能労務職給料表を改正するもの

２ 改正内容

職員の給与に関する条例の行政職給料表の改正（平均０.１２％引上げ）に

準じて、技能労務職給料表の給料月額について、引上げ改定を行う。

３ 施行期日

公布の日から施行し、遡及して平成２７年４月１日から適用する。

（※公布の日は給与条例の一部改正の施行の日と合わせる。給与条例の施行

期日については、平成２８年３月３１日までの間において、規則で定める日

から施行することとしており、国の給与法改正案成立の見込みが立った段階

で施行日を県規則で定め、条例を施行するもの）

４ その他

技能労務職員の給与及び旅費に関する規則（昭和３２年大分県規則第７１号。

知事部局所管）と同様の改正である。

［第３号議案］
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報
告
第
一
号

平
成
二
十
七
年
第
四
回
定
例
県
議
会
議
案
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
長
に
委
任
し
又
は
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条
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一
項
の
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定
に
基
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、
別
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お
り
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時
に
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し
処
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た
の
で
、
同
条
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二
項
の
規
定
に
よ
り
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す
る
。

平
成
二
十
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年
十
二
月
一
八
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明
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第１２９号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案の概要

項目１：職員の給与に関する条例の一部改正（第１条及び第２条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 若年層に重点を置いた給料月額の引上げ 平成27年４月１日
（別表第１～６） （平均改定率０．１２％、月額４５４円) 適用

(２)初任給調整 医師等に対する初任給調整手当の上限月額の引上げ
手当 ・医療職給料表（一）の適用を受ける職員

（第11条の２） 月額 ４１２，２００円 → ４１３，３００円
・医学又は歯学に関する専門的知識を有する者
月額 ５０，３００円 → ５０，５００円

(３)勤勉手当 期末・勤勉手当の年間支給月数の引上げ 平成27年12月１日
（第23条） （４．１０月→４．２０月）に係る１２月期の支給月数 適用

の改正
引上げ分は勤勉手当に配分
勤勉手当 6月期 12月期

支給済 現行 改正後

一般職員 ０．７５ ０．７５ ０．８５

特定管理職員 ０．９５ ０．９５ １．０５

６月期と１２月期の支給月数の改正 平成28年４月１日
（期末・勤勉手当４．２０月） 施行

勤勉手当 6月期 12月期
H27.12以降 改正後 H27.12以降 改正後

一般職員 ０．７５ ０．８０ ０．８５ ０．８０
特定管理職員 ０．９５ １．００ １．０５ １．００

項目２：一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正（第３条及び第４条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 任期付職員給料表の全ての号給の給料月額の引上げ 平成27年４月１日
（第４条） 適用

(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１月→３．１５月）に係る 平成27年12月１日
（第５条） １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

現行 改正後

１．５５ １．５５ １．６

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．１５月） 平成28年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H27.12以降 H27.12以降

１．５５ １.５７５ １．６ １.５７５

［資料＿報告①］
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項目３：一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正（第５条及び第６条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 第１、２号任期付研究員給料表の全ての号給の給料月 平成27年４月１日
（第５条） 額の引上げ 適用

(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１月→３．１５月）に係る 平成27年12月１日
（第６条） １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

現行 改正後

１．５５ １．５５ １．６

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．１５月） 平成28年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H27.12以降 H27.12以降

１．５５ １.５７５ １．６ １.５７５

項目４：特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正（第７条及び第８条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料改定 給料月額を1,000円引上げ 平成27年４月１日
（附則第３項） 適用
(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１月→３．１５月）に係る 平成27年12月１日
（第５条） １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

支給済 現行 改正後

１．４７５ １．６２５ １．６７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．１５月） 平成28年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H27.12以降 H27.12以降

１．４７５ １．５ １．６７５ １．６５

項目５：大分県議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の一部改正（第９条及び第10条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)議員報酬 議員報酬を1,000円引上げ 平成27年４月１日
（附則第７項） 適用
(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１月→３．１５月）に係る 平成27年12月１日
（第７条） １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

支給済 現行 改正後

１．４７５ １．６２５ １．６７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．１５月） 平成28年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H27.12以降 H27.12以降

１．４７５ １．５ １．６７５ １．６５
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項目６：特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正（第11条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 特別職秘書給料表の全ての号給の給料月額の引上げ 平成27年４月１日
（別表） 適用

附則（第１項～第９項関係）
項 目 改 正 内 容
第１項 施行期日
<施行期日> この条例は、平成28年３月31日までの間において、規則で定める日から施行

する。
ただし、第２条、第４条、第６条、第８条、第１０条：平成28年４月１日

第２項 第１条、第３条、第５条、第７条、第９条、第１１条について給料表・初任給
<適用日> 調整手当等の改定の適用日：平成27年４月１日
第３項 第１条平成27年12月に支給される勤勉手当の支給率及び第３条任期付職員・
<適用日> 第５条任期付研究員・第７条特別職・第９条議員の期末手当の支給率の改定

の適用日：平成27年12月１日
第４項 平成27年４月１日（切替日）前の異動者の号給の調整

<号給の調整> 切替日前に職務の級を異にして異動した職員等については、切替日において
異動した職員との均衡から調整を行う。

第５項 最高号給を受ける職員の号給の切替え
<号給の調整> 給料表の号給継足しに伴い切替日における号給は、人事委員会の定めるとこ

ろによる。
第６項 切替日から施行日前の異動者の号給

<号給の調整> 施行日前に職務の級を異にして異動した職員等の号給は、人事委員会の定め
るところによる。

第７項 施行日から平成28年３月31日までの間の異動者の号給の調整
<号給の調整> 施行日後に職務の級を異にして異動した職員等については、切替日において

異動した職員との権衡から調整を行う。
第８項 給与等の内払

<給与等の内払> 改正前の給与条例、任期付職員条例、任期付研究員条例、特別職給与条例、
議員報酬条例及び特別職秘書給与条例に基づいて支給された給与等は、改正後
の各条例の規定による給与等の内払とみなす。

第９項 人事委員会規則への委任
、 、<人事委員会へ 附則第４項から前項までに定めるもののほか この条例に関し必要な事項は

の委任> 人事委員会で定める。
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「教育県大分」の創造に向けた意見交換会（概要）

１ 趣旨

（１）「芯の通った学校組織」の取組について

「子どもの力と意欲の向上に向けた『芯の通った学校組織』活用推進プラン」に

基づき、第４フェーズの取組を推進する中、市町村教育委員会とより緊密な連携を

図るため、現状認識・課題の共有と指導方針のすり合わせを行う。

（２）「大分県長期教育計画」（案）について

「大分県長期教育計画(計画期間:平成 28 年度~36 年度)」（案）に対する市町村教育委員会の意

見を聴取する。

２ 開催方法 各市町村教育委員会を訪問して開催

３ 開催期間 平成２７年１１月９日（月）～１１月３０日（月）

※詳細については、別添１参照

４ 出 席 者

市町村教育委員会：教育長、教育計画担当課長、学校教育担当課長、他関係職員

県教育委員会：教育長又は教育次長、教育改革・企画課長、教育事務所長、

他関係職員

５ 意見交換会における主な意見等（※別添２参照）
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別添１

時間 市教委名 備考

13:00～14:30 竹田市

15:30～17:00 豊後大野市

10:00～11:30 日田市

13:30～15:00 玖珠町

11:00～12:30 姫島村

15:30～17:00 日出町

11/16 月 10:00～11:30 宇佐市

11/17 火 10:00～11:30 別府市

10:00～11:30 中津市

15:30～17:00 九重町

10:00～11:30 佐伯市

13:30～15:00 臼杵市

11/25 水 13:00～14:30 豊後高田市

13:00～14:30 国東市

15:30～17:00 杵築市

10:00～11:30 大分市

15:00～16:30 由布市

11/30 月 10:00～11:30 津久見市

11/13 金

「教育県大分」の創造に向けた意見交換会　日程

月日

11/12 木

11/9 月

11/27 金

11/26 木

11/19 木

11/24 火
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別添２
「教育県大分」の創造に向けた意見交換会

主な意見（概要）

●県教委 ○市町村教委

Ⅰ 「芯の通った学校組織」について

（学力向上）

【中学校の学力向上】

○中学校の学力向上が進んでないのは、教員相互の刺激が少なく、授業改善が思うように進んで

いないのが大きい。１人の教員が１学年全てを指導するので、教員の力量に起因しているのか、

生徒の学力に起因しているのかが不明となり、自分の身に置き換えて校内研修に取り組むこと

ができていない。教科を越えた取組や学校を越えた教科間の取組を構築することにより中学校

の学力向上が図られると思う。

○中学校でも以前に比べるとかなり講義式の授業を実施している教員は減ってきたが、中学校の

教員は教科の専門性のプライドを持っており、特に年配教員の意識改革が進んでいないのが要

因である。また、中学校の方が余剰時数が少ないので、授業進度を保つため頻繁に練り合いの

時間を確保することが困難である。

【学力調査の分析】

●学力調査結果等をどのように分析しているのか。県全体でこういった部分は共通で分析すべき

だというのがあれば指摘願いたい。

○今年度から個人レベルの分析を始めたところである。これまでは全市の傾向、学校ごとの傾向

レベルで分析が止まっていたが、児童生徒個人レベルまで分析を深掘りできれば、小規模校が

多い特徴を活かした学力向上支援策が打てるのでないかということで個人カルテの作成に着手

した。個人カルテを作成し、個人ごとにどこの学年で躓いているのかを分析した学校では成果

が出ているので、市としては個人カルテの活用を各学校にお願いしているところである。

●分析をするとのことだが、具体的な数値目標を設定して取り組んでいる学校はあるか。

○数値目標を設定した取組は実施していないが、今年度の偏差値をもとに来年度の偏差値を設定

するとともに、下位層や無解答率の低減に努めている。

【授業改善の５点セット】

○授業改善の５点セットを効果的に活用し授業改善が進んだ事例や、検証指標設定等の好事例を

示してほしい。

●教育課程研究協議会の中などで紹介できるよう検討したい。

【アクティブラーニング】

○各教科で、標準的にアクティブラーニングに適している単元例を県から示してもらえると一層

取組が進むのではないか。

●参考例として提示することはできると思うので検討したい。
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【教科指導力の向上】

○小学校では、国語、算数以外は教科の指導力向上に向けた研修の機会が少ない。単元計画の作

成や授業の流れ等を学ぶ場を設定してもらいたい。

●持ち帰って検討したい。他方で、全ての教科で全ての教員が授業改善に取り組んでもらいたい。

また、調査結果については、平均点ばかりを追うのではなく、一人ひとりの回答傾向などを詳

細に分析し、有効な指導方法を見極め取り組んでいくことが必要である。県としても、このよ

うなノウハウを集積し、情報提供していきたい。

【学力向上支援教員】

○学力向上支援教員を「授業改善推進教員（仮称）」という名称に変更し、教科の専門性よりも

授業改善のマネジメントを担うこととしてはどうか。

●学力向上支援教員にそうした役割を持たせることの重要性は十分理解できる。指導教諭にも授

業改善マネジメントの役割があるところ、今後、学力向上支援教員と指導教諭の関係を整理す

る必要があると考えている。

（いじめ・不登校）

【スクールカウンセラー（ＳＣ）】

○ＳＣの配置数や勤務時間数を増やしてもらいたい。

●要望としてお聞きする。ＳＣについては、中学校には全校配置、小学校には徐々に増やしてい

こうということで、小中連携配置を進めることとしている。ＳＣの育成が大きな課題であり、

専門性のあるカウンセラー、臨床心理士とそれ以外の方との差がとても大きく、適任者が少な

いのが現状である。

【スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）】

○子どもの貧困と言われるが、児童生徒数は減少しているのに就学援助数が増え、収入を得るた

めに母親が就労し、結果、児童生徒に目が届かなくなり、不登校につながっている。学校と福

祉を繋ぐＳＳＷを配置してもらいたい。

●福祉と学校を繋ぐのがメインの仕事になるが、特に周辺部には適任者がいないのが課題となっ

ている。教育と福祉との役割分担や学校と福祉を繋ぐ役目を担える人材を探したい。

【福祉部局との連携】

○福祉担当課、教育委員会、警察、児童相談所が連携して、月１回要対協実務者会議を開催し、

支援の必要な子どものケース会議を行っている。また、福祉のケースワーカーや家庭相談員に

学校を熟知した教職ＯＢを配置している。家庭相談員はＳＳＷ的な役割を担い、月１回開催す

る適用指導教室のスタッフ会議にも参加、支援が必要な子どもが在籍している学校に月に１回

程度訪問し、学校や家庭での状況を共有している。

○教育委員会の隣に福祉部局の子ども子育て支援課を配置し、ＳＳＷが福祉部局の子ども子育て

支援課とも迅速に連携をとりながら対応している。

○首長部局が実施する５歳児検診を通じて、児童の特徴を学校と市教委と福祉で共有している。

また、５歳児検診の前後に保護者と協働で発育の状況を細かく記載したサポートファイルを作

成し、小学校入学から中学校卒業まで共有している。平成 20 年度からこの取組を始め、特別
な支援を必要とする児童生徒の不登校は減ってきている。
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（学校・家庭・地域の協働）

【コミュニティスクール（ＣＳ)】

○学校運営協議会の評価を通じて校内に緊張感が生まれたことが成果である。一方、ＣＳ導入か

ら 10 年経過して活動等がマンネリ化しつつあることが課題である。今後は学校が地域・保護
者と熟議を行って、新しい取組をやっていく必要がある。

○ＣＳ導入により学校の敷居が低くなり、地域人材の学校支援に繋がっている。また、学校と地

域との交流が広がり、子どもたちの地域貢献意識、自己肯定感の向上にも繋がっている。

【目標協働達成の取組とＣＳ】

○ＣＳは教職員人事に絡む懸念から慎重にしようという話になった。そこで県の目標協働達成の

取組を推進する中で、地域の協力を得つつ学力向上に特化した「学力向上懇談会」を開始した

ところである。この取組により将来的なＣＳの導入も視野に入れつつ環境整備を図りたいと考

えている。懇談会では厳しい意見も出るが、学力に止まらず、子どもの将来を見据えた様々な

課題について学校・家庭・地域が本音で語り合える場となっている。

●ＣＳでは学校運営協議会で定期的な協議が行われると思うので、目標協働達成の取組と連動さ

せてもらえると良いと考えている。

○ＣＳと目標協働達成校との違いを考えると、そこに参加する意識の違いがあるように感じる。

目標協働達成校に参加する者は責任を課されていないので、より自主的に動いているのはＣＳ

の参加者であると思う。

（学校の組織力）

【学校評価の４点セット、授業改善５点セット等の連動】

○「学校評価の４点セット」「目標協働の４点セット」「授業改善の５点セット」「学力向上プラ

ン（４月）」等の連動を県教委で整理して示してほしい。

●これら全ては連動するものなので、今後何らかの形で示していきたい。

【検証・改善サイクル】

○短期ＰＤＣＡサイクル、学校運営組織体制などの好事例を他校にも広げていきたい。

●学校評価の４点セットにおいて、特に検証・改善の部分がまだまだ不十分と思っている。来年

度の取組に向けて、検証改善の部分の考え方について提示したいと考えている。

【人事配置・定数】

○学力向上、体力向上、学校の組織力向上を図る上で教育的効果が高いので、学力向上支援教員、

習熟度別指導推進教員、体育専科教員、地域不登校防止推進教員、主幹教諭の配置を増やして

もらいたい。

●全国的に教職員定数をめぐる議論がなされているが、現状維持ができるよう取り組んでいきた

い。市町村教委においては、加配教員の効果等を検証し、効果的に活用いただきたい。

○学校規模が小さく、技能教科（音、美、技、家）を中心に配当定数が 0.5 となっている。免許
外教科指導を必要としない教員配置を検討してもらいたい。

●引き続き効果的な人事配置を検討していきたい。
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【小中学校の人事交流】

○小中一貫教育を全市的に進める中で、課題として教職員の意識の問題がある。解決策として小

中の人事交流を促進すべきと考えており、免許制度の問題もあるが、方向性として校種間交流

をある程度促進することをお願いしたい。

●必要性は十分に認識している。免許の問題等があり中々進んでいないが、新規採用者が増加し

ていく中、校種間の異動を促進する仕組みなど市町村の意見を聞きながら検討していきたい。

【指導主事の配置】

○市町村で指導主事を配置できない。現状は、主幹教諭に指導主事的な役割を担わせながら取り

組んでいる。県から指導主事を派遣できないか。

●市町村合併の際に、特例措置として「充て指導主事」を市町村へ派遣することもあったが、自

前で負担することが原則であることから現在は廃止している。基本的には、市町村で財政負担

してもらいたい。

（その他）

【県教委と市町村教委の連携】

○市町村の役割は、県から提示された内容を市町村の実態にあった形にしながら学校現場に伝え

ることと捉えている。大分スタンダードを徹底するのに３年間かかった。次々に新しいものを

提示されると現場が対応しきれないので、大きなものは５年スパンで考えてもらいたい。

○市教委の学校訪問では、どちらかというと授業内容や学力向上といった視点での指導が多い。

教育事務所は組織的な部分を指導し、学校での指導内容を市教委と情報共有してくれている。

今後も現行の役割分担で指導してもらいたい。

【研修・会議の精選】

○無駄な研修はないと思うが、研修自体の数が多いと思う。また、小規模校の負担を考慮すれば

必ず全校参加という取扱いを見直してもらいたい。

●小規模校の負担が大きいというのは理解するが、小規模校にいると研修参加の機会を失うこと

にもなる。研修に行く回数を減らすのも１つの解決方法かもしれないが、これから新採用職員

が増える中、教員配置も含めて具体的な案を提示してもらいたい。

○例えば、夏季休業中に開催すると授業への影響を考慮しなくてすむ。日程面でも考慮してもら

えると参加しやすい。

【独自の取組】

●教科担任制に取り組まれているが、どのような状況か。

○現状３校のみだが、国語・算数・社会・理科・体育を中心に実施している。教科担任制を行う

には、校長・教頭の指導力が必要であり、規模もある程度のないと厳しい。また、家庭が担任

に何でも相談できるという体制づくりに留意しないといけない。教科担任制では限られた教科

しか教えないことから、子どもを全体的に見る目が不足するという不安が出てくるため、教員

間で子どもを共通理解するための時間を確保しないといけなくなる。また、教員個人の力量に

加えて、教員配置の工夫も課題となる。

●２学期制の成果をどのように把握しているか。
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○３学期制の時は７月、１２月に期末整理に忙殺されて子どもと向き合えない実態があり、無し

崩し的に長期休業に入ることもあった。２学期制では、期末整理がないので長期休業に向けた

生徒指導や学習指導が可能となり、結果、子どもが落ち着いてきた。また、行事等を精選する

ことで生まれた余剰時数を活用し、補充学習等を行っている。併せて、夏季休業中の学習成果

を含め９月の前期通知表で評価できることから、子どもたちの夏季休業中の学習への動機付け

も可能となっている。

Ⅱ 「大分県長期教育計画」（案）について

（全体を通して）

【社会教育】

○学校教育が中心の内容と感じる。もう少し社会教育の内容があっていいのではないか。

●教育長計を策定する委員会でも社会教育の充実に向けて様々なご意見をいただき、総論部分で

「学校教育と社会教育と両面で進めていく」との趣旨を追記したところである。

（学校教育）

【アクティブ・ラーニング（ＡＬ）、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）】

○ＡＬやＵＤについて記述を盛り込むべきではないか。

●ＡＬについては、総論部分と第２章でもリード文に記述している。ＵＤについては、障がい者

に限ったものでないので特別支援部分に記述するのは適当でないが、それ以外の部分で記述が

可能か検討したい。

【中学校の学力向上】

○中学校の授業改善が喫緊の課題である中、中学校に特化した具体的施策や指標がないのは違和

感がある。「中学校学力向上対策プロジェクト会議」を受けた施策を盛り込むべきではないか。

●事業レベルで短期的に取り組む内容については記述していない。長期的に取り組むべき内容が

出てくれば検討したい。

【部活動】

○生徒数が減少する中、単独では大会に参加できない、十分な練習が困難といった学校がある。

複数校合同での部活動ができないか。専門性を有する指導者の確保なども課題である。

●地域人材の活用や総合型地域スポーツクラブとの連携等の実効的な取組を進めていきたい。併

せて、中体連等の大会参加規約等を確認し、今後の取組について検討したい。

【幼児教育】

○来年度から幼・保・認定こども園等が増える予定である。幼児教育に携わる教職員の資質向上

に向け、私立の園での研修などの具体的な実施方法を示してほしい。私立の保育園、幼稚園か

らも公立に上がるわけで、教育行政として放っておけないので、私立の園への関わり方や指導

体制について示してもらいたい。

●指導主事の研修については持ち帰って検討したい。また、文科省の取組や他県の好事例があれ

ば情報提供したい。
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【合理的配慮の提供】

○障害者差別解消法の趣旨等は十分理解しているが、現実として、重い障がいを有する保護者が

通常の学級を希望することも少なくない。そのような場合、どこまで合理的配慮を提供する必

要があるのか、学校や市教委は判断に苦慮している。

●合理的配慮ができないならできないと言っても構わないが、全て否定することはできないので、

どこまでならできるか保護者と話し合いを重ねて折り合いをつけてもらいたい。

○インクルーシブ教育システムの構築や合理的配慮の提供の義務付けを推進するにあたり、人的

支援や施設・設備の充実策を県が打ち出してほしい。

●市町村から合理的配慮の提供に係る研修等の実施について要望をもらっており、可能な限り、

考え方や手順等について説明に行きたい。なお、人的支援や施設・設備の充実に関しては、市

町村の方で対応してもらいたい。

【ＩＣＴ】

○ＩＣＴを活用した教育を推進するため、機器の整備はもちろん、専門的知識を持ったＩＣＴ支

援員の配置に係る助成をお願いしたい。現状はトラブル等があった場合、教育委員会で対応し

ているが指導主事等の人数が少なく負担となっているので検討してもらいたい。

●以前は「緊急雇用創成事業」を活用して、学校 ICT 運用支援員を各学校へ派遣し、機器のト
ラブル対応や機器操作研修を実施した。この事業は平成 26 年度に廃止されたが、県指導主事
による出前授業や民間委託業者の授業支援サポーターによる出前研修を実施している。なお、

地方財政措置等を活用し、ＩＣＴ支援員を独自に確保している各市町村もある。小中学校から

の問合せ対応やトラブル対応研修等は、大分県教育委員会ヘルプデスクが担っているので活用

してもらいたい。

【主権者教育】

○主権者教育については、市議会でも中学校でどう対応するのかと言われている。特に中学校の

社会科では政治的な事項が出てくることもあり、外部から見れば政治的中立性が本当に担保さ

れるのかという疑いは常に出てくる。そうした対外説明とともに、教員にしっかり指導する上

でも政治的中立性に関する記述があったほうがよいのではないか。

●意見を参考に検討させてもらいたい。

【教員採用・広域人事】

○大量退職により地域を知る教職員が少なくなる。地域枠を設定した採用試験を実施できないか。

●地域枠の設定は本当に優秀な教員を採用できるのかという問題があり、見送ってきた。他県で

地域ごとに採用人数を定めて実施している例があるが、結婚などを機に本人が異動希望を持ち、

問題となっている例もある。

○全県的な状況とは思うが、教職員の年齢構成が二極化しており中堅層が少ない。新採用が配置

されても３年で異動するので、そのまま残って中間層になるということがない。

●県全体の教育水準の維持向上のためには、どの地域にも行ってもらい、大分の教育のために尽

力してもらう必要があるとの考えの下で、１０年３地域という原則を設けている。どの市町村

に配置されても、同じレベルで人材育成ができる体制整備を市町村教委にもお願いしていると

ころであり、県としても共同歩調で取り組んでいきたい。

【教職員の資質能力の向上】

○ＡＬT、英語教育など教職員の資質能力の向上は必須である。今後 10年で平均年齢が急激に下
がるので、若手教職員の育成方針をしっかり示してほしい。教員採用数を増やすとともに、質
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をどのように担保するか検討してもらいたい。

【教育研究団体】

○教育研究団体の活用は良いが、前例踏襲型の団体もある。特に県、九州大会等のための活動に

なっており、活動が学校に環流できているか検証するべきである。各団体の進行管理を県教委

がしっかりと把握する必要があるのではないか。

●研究団体の構成や活動内容について、各市町村教委に問題意識を持つようお願いしたところで

ある。県教委が各団体に対して直接的な指導はできないので、市町村と方向性を一にして取り

組んでいかなければならない。ほとんどの団体に対して市町村教委からの補助金が出ていると

思うので、活動が適切かどうか常に問題意識を持ってもらいたい。

【主幹教諭、指導教諭】

○主幹教諭、指導教諭を 12学級未満の学校へも配置してもらいたい。
●主幹教諭の配置増を進める方針の下、配置数については財政当局との協議を経て 12 学級以上
を基準とした。それ以下の学級への配置については、アクションプラン等を勘案しながら検討

したい。

【健康管理】

○目標指標の中に、「若年層（40 歳未満）の定期健康診断有所見率」があるが、これを改善する
具体的な手立てはあるのか。

●教職員の有所見率が約 80 ％であるが、これは年齢構成が高いことが原因である。具体的な手
立ては早期診断・早期治療に尽きる。県教委では保健師を正規職員４名、嘱託を３名配置して

おり、医師の相談も受けられる。今後ともしっかりした体制を整えていきたい。

【中高連携】

○地方創生に向けて中高連携を進めていきたい。授業改善などで域内の高校と連携していきたい。

●教育長計では、「芯の通った学校組織」の取組の中で、学校段階を跨ぐ教育課題の解決に向け、

校種間連携を促進することとしている。中学校・高等学校間で学校評価の４点セットの擦り合

わせを図るなど、次の方策を考えていきたい。

○教員養成学部への進学希望者や将来教職に就きたい高校生が、長期休業中などに母校の小・中

学校で補充学習を手伝う等の取組を行いたい。

●県内では臼杵、宇佐等で取組を行っており、徐々に広がってきている。関係校に伝えたい。

（文化財）

【日本遺産】

○豊後高田市も国東市と連携したシリアル型で「六郷満山文化」の認定を目指している。全国的

にも狭き門なので、認定に向けてこれまで以上の支援をお願いしたい。

［資料＿報告②］
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子どもの貧困対策計画（仮称）の概要について

＜目標＞
○子どもの将来がその生まれ育った家庭の事情等によって左右さ
れることのない社会の実現
○すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の
実現
＜策定根拠、位置づけ、期間＞
・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成26年1月施行）
第9条第1項に定める都道府県計画
・おおいた子ども・子育て応援プラン（第３期計画）の部門計画
・平成28年度から32年度までの5年間の計画

１ 計画策定の趣旨

・生活保護世帯の子どもの数
・就学援助を受けた児童生徒数
・ひとり親世帯の子どもの数 等

２ 子どもを取り巻く現状と課題

○本県の子どもを取り巻く現状と課題を踏まえ策定
○国の「子供の貧困対策に関する大綱」で定める次の4つを支援の
柱として位置づけ

①教育の支援 ②生活の支援
③保護者に対する就労の支援 ④経済的支援

３ 計画の基本方針

４ 計画の推進体制

子どもの貧困対策推進ネットワーク会議

（仮称）

子どもの貧困対策推進

庁内連絡会議（仮称）県

市町村 関係団体

おおいた子ども・
子育て応援県民

会議

計画の策定を契機に、市町村や関係団体に支援の輪を広げ、支
援の取組が連動し、効果的に展開されるよう連携の強化を図る

５ 具体的な取組

保
護
者
に
対
す
る

就
労
の
支
援

経
済
的

支
援

教
育
の
支
援

（１）「学校」をプラットフォームとした総合的な子どもの貧困対策の展開
○学校教育による学力保障
○学校を窓口とした福祉関連機関等との連携 等
（２）幼児教育の質の向上
（３）就学支援の充実
○義務教育段階の就学支援の充実
○高校生等奨学給付金制度などによる経済的負担の軽減 等
（４）大学等進学に対する教育機会の提供
○大学進学者等への奨学金の貸与 等
（５）生活困窮世帯への学習支援
（６）その他の教育支援

生
活
の
支
援

（１）保護者の生活支援
○保護者の自立支援 ○保育料の負担軽減 等
（２）子どもの生活支援
○児童養護施設等の退所児童等の支援 ○食育の推進に関する支援 等
（３）関係機関の連携
（４）子どもの就労支援
○ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童に対する就労支援 等
（５）支援する人員の確保等
（６）その他の生活支援

（１）親の就労支援
○生活困窮者への自立相談支援 ○ひとり親家庭の自立支援プログラム策定 等
（２）親の学び直しの支援
○母子家庭等自立支援給付金の利用促進 等
（３）就労機会の確保 （４）ひとり親家庭等の応援企業の開拓
（５）ひとり親家庭の親と企業・事業所とのマッチング

（１）放課後児童クラブ利用料における低所得世帯への支援
（２）児童扶養手当の支給 （３）母子父子寡婦福祉資金の貸付け

（４）教育扶助の支給 （５）生活保護世帯の子どもの進学時の支援
（６）養育費の確保に関する支援 （７）その他の支援

目標指標を設定し、取組の実施状況や効果等を検証、必要に応じて見直しや改善を図る

６ 計画の評価
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Ⅰ 計画策定の趣旨

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（以下「法」という。）が平成２６年１月に

施行され、同法第９条第１項において、都道府県は国の定める「子供の貧困対策に関する

大綱」（以下「大綱」という。）を勘案して子どもの貧困対策についての計画を定めるよ

う努めることが規定されました。

こうした動きを踏まえ、子どもの将来がその生まれ育った家庭の事情等によって左右さ

れることのないように、また、貧困が世代を超えて連鎖することがなく、全ての子どもた

ちが夢と希望を持って成長していけるよう、子どもの貧困対策を総合的に推進するための

基本指針としてこの計画を策定します。

Ⅱ 計画の位置付け

この計画は、法第９条第１項に定める都道府県計画として策定します。

Ⅲ 計画期間

この計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。

Ⅳ 子どもを取り巻く現状と課題

（１）生活保護世帯の子どもの数の推移

本県の生活保護を受給している世帯の子ども（１９歳以下の者）の数は、平成２４年

以降減少しているものの、平成２６年で、１，９１５人となっており、被保護人員全体

に占める割合は、９．５％となっています。

（２）就学援助を受けた児童生徒の数の推移

本県の就学援助を受けた小学校の児童及び中学校の生徒数は、要保護児童生徒数と準

［生活保護世帯の子どもの数の推移］ （単位：人、％）

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

被保護人員（a） 2,103 2,164 2,135 1,961 1,915

対前年増減 13.6% 2.9% -1.3% -8.1% -2.3%

被保護人員（b） 18,781 19,907 20,244 20,089 20,215

対前年増減比 10.3% 6.0% 1.7% -0.8% 0.6%

11.2% 10.9% 10.5% 9.8% 9.5%

※各年７月３１日現在の人員（ただし、平成２２年以前は、各年７月１日現在）

※出典：平成２２～２３年　「大分県の生活保護」（大分県地域福祉推進室）

　　　　　平成２４～２６年　「被保護者調査」（厚生労働省）

０～１９歳

総　数

19歳以下の構成比（a/b）

［資料＿報告③］
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要保護生徒児童数の合計が、平成２６年度で、１４，５７５人であり、前年度に比較し

＋１．３％と増加しています。

また、全体の児童生徒数に占める割合も、１６．１３％となっており、就学援助を受

ける児童生徒の割合も増加傾向にあります。

（３）ひとり親家庭の子どもの数の推移

ひとり親家庭（母または父と２０歳未満の子どもの世帯）の世帯数は、平成２２年で、

８，７０４世帯であり、前回調査時の平成１７年と比較し、＋２．７％と増加していま

す。

また、ひとり親家庭の子どもの数（ひとり親家庭の人員数からひとり親家庭の世帯数

を差し引くことにより推計）も、１４，４３８人となっており、前回調査時と比較し、

＋２．７％と増加しています。

【就学援助を受けた児童生徒数の推移】 （単位：人、％）

区　　分 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

要保護児童生徒数（a） 1,080 1,029 991 955 945

準要保護児童生徒数（b） 12,889 13,078 13,270 13,433 13,630

計 13,969 14,107 14,261 14,388 14,575

対前年増減比 4.4% 1.0% 1.1% 0.9% 1.3%

公立小中学校児童生徒数（c） 95,603 94,406 92,974 91,663 90,338

就学援助率（（a+b）/c） 14.61% 14.94% 15.34% 15.70% 16.13%

※出典：「就学援助実施状況等調査」（文部科学省）

※平成２６年度は、速報値。

【ひとり親家庭の世帯数の推移】 （単位：人、％）

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

母子世帯（a） 6,792 6,280 6,894 7,612 7,813

父子世帯（b） 1,026 904 814 860 891

計（a+b） 7,818 7,184 7,708 8,472 8,704

対前年増減率 － -8.1% 7.3% 9.9% 2.7%

※出典：国勢調査

【ひとり親世帯の子どもの数】 （単位：人、％）

平成１２年 平成１７年 平成２２年

母子世帯の人員数（ａ） 18,167 20,298 20,830

母子世帯数（ｂ） 6,894 7,612 7,813

母子世帯の子どもの数（ｃ=ａ－ｂ） 11,273 12,686 13,017

父子世帯の人員数（ｄ） 2,096 2,227 2,312

父子世帯数（ｅ） 814 860 891

父子世帯の子どもの数（f=ｄ－e） 1,282 1,367 1,421

ひとり親世帯の子どもの数（ｃ＋ｆ） 12,555 14,053 14,438

対前年増減率 － 11.9% 2.7%

※出典：国勢調査

［資料＿報告③］
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（４）生活保護世帯の子どもの進学率、高等学校等中退率、就職率

生活保護世帯の子どもの中学校卒業時の進学率は、平成２６年度で、８５．８％とな

っており、県全体の進学率の９８．６％に比べ、低くなっています。

また、高等学校卒業時の進学率も、３６．４％であり、県全体の進学率の４７．０に

比べ、低くなっています。

生活保護世帯の子どもの中学校卒業時の就職率は、平成２６年度で、１．８％となっ

ており、高等学校卒業時の就職率は、５３．０％となっています。

生活保護世帯の子どもの高等学校等中退率は、平成２６年度で、５．６％となってお

り、県全体の中退率１．５％を上回っています。

（５）児童養護施設入所児童の進学率、就職率

児童養護施設入所児童の中学校卒業時の進学率は、平成２６年度で、９３．１％とな

っており、県全体の進学率の９８．６％に比べ、低くなっています。

また、高等学校卒業時の進学率も、２２．６％であり、県全体の進学率の４７．０％

に比べ、低くなっています。

児童養護施設入所児童の中学校卒業時の就職率は、平成２６年度で、６．９％となっ

ており、高等学校卒業時の就職率は、７４．２％となってます。

【生活保護世帯の子どもの高等学校等中退率】 （単位：％）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

生活保護世帯 5.6% 5.5% 5.6%

県　全　体 1.6% 1.7% 1.5%

※出典：生活保護世帯　大分県地域福祉推進室調べ

　　　　　全体　「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

　　　　　　　　　　関する調査」（文部科学省）

【生活保護世帯の子どもの進学率、就職率】 （単位：％）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

生活保護世帯 90.0% 91.5% 85.8%

県　全　体 98.8% 98.9% 98.6%

生活保護世帯 1.4% 1.6% 1.8%

県　全　体 0.3% 0.4% 0.6%

※出典：生活保護世帯　大分県地域福祉推進室調べ（次年度、５月１日現在の状況）

　　　　　全体　「学校基本調査」（文部科学省、当該年度３月末現在の状況）

（単位：％）

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

生活保護世帯 27.4% 29.5% 36.4%

県　全　体 45.5% 45.5% 47.0%

生活保護世帯 55.6% 54.3% 53.0%

県　全　体 26.2% 26.5% 26.3%

※出典：生活保護世帯　大分県地域福祉推進室調べ（次年度、５月１日現在の状況）

　　　　　全体　「学校基本調査」（文部科学省、当該年度３月末現在の状況）

就　職

中学校卒業時

進　学

就　職

高等学校卒業時

進　学

［資料＿報告③］
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（６）ひとり親家庭の子どもの在学率

ひとり親家庭の子どもの在学率は、平成２２年で、１６歳の子どもでは、９４．３％

となっており、県全体の９８．０％に比べ、低くなっています。

また、１９歳の子どもでは、４４．７％となっており、県全体の６０．９％に比べ、

低くなっています。

（７）お子さんを持つ家庭への意識調査の実施について

① 調査の対象・目的

県内の公立小中学校就学援助を申請する世帯を対象として、各々の世帯が抱える困

りごとや利用している支援策等を把握し、これらの世帯に対する県計画や福祉対策の

充実を図るための基礎資料を得ることを目的にアンケート調査を実施しました。

② 調査事項

ア 世帯の状況

イ 就業等の状況

ウ 子ども就学状況

エ 保護者自身や子どものことで困っていること

オ 相談相手の有無、相談先

カ 公的支援策の利用状況、拡充希望など

③ 調査の時期

【ひとり親家庭の子どもの在学率】 （単位：％）

就学状況 在学状況 卒業者の状況

在学中 卒業 未就学 小・中学校 高校 短大・高専 大学・大学院 就業者 その他

ひとり親家庭 94.3% 5.5% 0.2% 0.4% 98.7% 0.9% 0.0% 76.1% 23.9%

県全体 98.0% 1.9% 0.1% 1.0% 97.4% 1.6% 0.0% 83.5% 16.5%

ひとり親家庭 44.7% 55.3% 0.0% 1.1% 13.2% 62.3% 23.4% 75.6% 24.4%

県全体 60.9% 39.1% 0.0% 0.5% 5.0% 43.5% 50.9% 78.7% 21.3%

※出典：平成２２年国勢調査

分　類年　齢

16歳の子ども

19歳の子ども

【児童養護施設入所児童の進学率、就職率】 （単位：％）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

施設入所児童 97.6% 96.8% 92.6% 100.0% 93.1%

県　全　体 98.6% 98.6% 98.8% 98.9% 98.6%

施設入所児童 2.4% 3.2% 3.7% 0.0% 6.9%

県　全　体 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 0.6%

※出典：施設入所児等　大分県こども子育て支援課調べ（次年度、５月１日現在の状況）

　　　　　全体　「学校基本調査」（文部科学省、当該年度３月末現在の状況）

（単位：％）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

施設入所児童 13.8% 15.8% 20.0% 33.3% 22.6%

県　全　体 47.4% 45.7% 45.5% 45.5% 47.0%

施設入所児童 79.3% 84.2% 60.0% 66.7% 74.2%

県　全　体 26.0% 26.8% 26.2% 26.5% 26.3%

※出典：施設入所児等　大分県こども子育て支援課調べ（次年度、５月１日現在の状況）

　　　　　全体　「学校基本調査」（文部科学省、当該年度３月末現在の状況）

就　職

中学校卒業時

進　学

就　職

高等学校卒業時

進　学

［資料＿報告③］
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・平成２７年４月から５月

④ 調査票の回答数等

・回答数 4,638件

⑤ 調査結果の概略

ア 世帯主の状況

就業中（55.2％）と回答された方が最も多かったが、一方で、未回答（38.3％）

が次いで多かった。

イ 配偶者の有無

配偶者なし（56.8％）と回答した世帯が最も多く、回答者の半数以上がひとり

親家庭の世帯であった。

ウ 子どもの平均人数

回答者の平均は、2.17人であった。

エ 子どもの状況

小学生（44.7％）が最も多く、次いで、中学生（30.3％）、高校生（11.0％）

の順番であった。

オ 回答者自身が困っていること（複数回答）

家計（81.8％）と回答した世帯が最も多く、次いで、仕事（25.1％）、子ども

（17.5％）のことで困っているという回答が多かった。

カ 子どものことで困っていること（複数回答）

教育・進学（63.5％）と回答した世帯が最も多く、次いで、しつけ（31.2％）、

身の回り（14.0％）ことで困っているという回答が多かった。

キ 相談相手の有無

ほとんどが、いる（90.4％）という回答であったが、一方で、いない（8.2％）、

という回答も一定数あった。

ク 相談相手は誰か（複数回答）

家族（62.4％）、知人・友人（60.5％）、親族（34.8％）と回答した世帯が多

く、一方、公的機関（3.3％）は、回答が少なかった。

ケ 知っている行政制度やサービス（複数回答）

回答の多い順に、①小中学生の就学援助（85.1％）、②放課後児童クラブ（82.

0％）、③児童扶養手当の受給（77.2％）、④いつでも子育てほっとラインへの相

談（77.2％）、⑤保育園の保育料減免（65.7％）という結果であった。

コ 利用したことのある行政制度やサービス（複数回答）

回答の多い順に、①小中学生の就学援助（68.5％）、②児童扶養手当の受給（4

3.0％）、③放課後児童クラブ（39.0％）、④保育園の保育料減免（30.6％）、⑤

公営住宅への入居（17.8％）という結果であった。

サ 特に充実を希望する行政制度やサービス（複数回答）

回答の多い順に、①高校生の教材費や学用品費などの助成(奨学給付金）（35.

4％、②高校生の授業料の助成（就学支援金）（32.5％）、③奨学金の受給（26.5

％）、④児童扶養手当の受給（18.4％）、⑤小中学生の就学援助（17.9％）とい

う結果であった。

［資料＿報告③］
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Ⅴ 計画の基本方針

子どもの貧困対策を総合的に推進するためには、教育分野、福祉分野等の地域における

多様な関係者の連携・協力を得つつ、地域の実情に即した効果的な施策に取り組むことが

重要です。

この計画では、本県の子どもを取り巻く社会環境等の現状と課題を踏まえ、「子どもの

将来がその生まれ育った家庭の事情等によって左右されることなく、全ての子どもたちが

夢と希望を持って成長していける社会の実現」を基本目標とし、大綱で定める当面の重点

施策である、①教育の支援、②生活の支援、③保護者に対する就労の支援、④経済的支援

の４つを支援の柱として、「子どもの貧困」に視点を置いた具体的な施策を体系化します。

また、県としての指標を設定しその改善に取り組むととともに、これに基づき施策の実

施状況や効果等を検証し、必要に応じて施策の見直しを図っていきます。

Ⅵ 計画の推進にあたって

この計画を推進するにあたって、ひとり親家庭や困難な状況にある子どもたちへの支援

が効果的に行われるためには、各々の取組を所管する教育分野や福祉分野等の関係部局が

連携を深めるとともに、市町村や民間の支援機関等とも連携を図ることが必要です。

そのためには、本計画の策定を契機に、今後、各市町村の支援機関や関係協議会等に支

援の輪を広げ、各々の支援の取組が連動し効果的な施策が展開されるよう連携の強化を図

ります。

子どもの貧困対策計画に係る推進体制について（案）

県

関係団体
・民生委員児童委員協議会

・児童養護施設連絡協議会

・社会福祉協議会

など

市町村
・福祉事務所

・教育委員会 など

おおいた子ども・子育て応援県民会議

○計画の進捗状況を評価し、計画の推進における
課題等について協議

子どもの貧困対策推進庁内連絡会議
（仮称）

○計画策定ＷＧに参画した関係課（室）で構成
○各種事業・施策の共有化と協働に向けた検討等

子どもの貧困対策推進ネットワーク
会議（仮称）

○県・市町村・関係団体で構成
○各々の支援の取組が連動し効果的な施策が展
開に向けた連携の強化
○県内の取組や県内外の先進事例についての情
報共有

［資料＿報告③］
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Ⅶ 具体的な取組

国の大綱で定める当面の重点施策である、①教育の支援、②生活の支援、③保護者に対

する就労の支援、④経済的支援の４つを支援の柱として、市町村や民間の支援機関等とも

連携を図りながら、「子どもの貧困」に視点を置いた以下の具体的な施策を総合的に推進

します。

１ 教育の支援

（１）「学校」をプラットフォームとした総合的な子どもの貧困対策の展開

① 学校教育による学力保障

ア 確かな学力の育成

○組織的な授業改善の推進

学校の教育課題解決のため、校長のリーダーシップの下、全ての教職員が目標達成に

向けて組織的に取り組む「芯の通った学校組織」の取組の深化を図ります。

「芯の通った学校組織」を活用し「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引

き」（平成２７年３月）に沿って授業改善を進め、授業の質を向上します。

また、学力向上支援教員を各市町村の計画に基づいて配置し、模範的な授業を普及し

ていきます。

○「新大分スタンダード」に基づく授業の徹底（小・中学校）

低学力層の児童生徒も安心して学ぶことができ、確かな学力が身に付く「新大分スタ

ンダード」に基づく授業が、全ての教室で実施されるよう、各種協議会や研修会で周知

徹底します。特に、①自己決定の場、②共感的人間関係を育む場、③自己存在感を感じ

る場の設定の生徒指導の三機能を生かした授業づくりを推進し、子どもの「学びに向か

う力」（意欲・集中力・持続力・協働する力等）を育成します。

イ 習熟の程度に応じた指導の充実

小学校算数科・中学校数学科・中学校英語科の教員を加配し、その効果的な活用方策

や配慮事項等を周知することにより、習熟の程度に応じた指導の充実を図ります。

ウ 補充指導・家庭学習指導の充実

個のつまずき解消等のため、夏季休業や放課後を活用した補充指導を充実させるとと

もに、学校・家庭・地域が連携・協働した放課後や土曜日等の学習支援の充実を図りま

す。

［資料＿報告③］
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また、家庭での学習習慣の定着に向けて、PTA や地域と協働した家庭学習指導の充

実を図ります。

② 学校を窓口とした福祉関連機関等との連携

ア スクールカウンセラーの配置推進

不登校やいじめ問題をはじめ児童生徒の問題行動等の未然防止・早期発見・早期解決

等を図るとともに、中学校を中心に教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセ

ラーを配置します。スクールカウンセラーは、児童生徒の感情や情緒面の支援を行うと

ともに、教職員、保護者の相談にも対応します。

また、児童生徒への継続支援が可能になるよう小中連携配置を進めます。

イ 福祉部門と教育委員会・学校等との連携強化

専門性の高い人材の確保・育成を含めスクールソーシャルワーカーの配置を促進する

など、学校現場において、家庭環境等に起因する様々な課題を抱える子どもを早期に生

活支援等の関係機関（児童相談所、福祉事務所等）に繋げていくことができる体制づく

りを進めます。

③ 地域による学習支援

ア 放課後や土曜日等の学習支援の充実

放課後の子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の支援による学

習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施するとともに、土曜日

に多様な経験や技能を持つ地域人材・企業等の社会資源を活用し、補充学習や多様な教

養講座、体験活動等を体系的・継続的に実施する教育支援体制等を構築します。

イ 地域「協育力」向上支援

公民館等を拠点に、学校・家庭・地域が連携・協働して子どもをはぐくむ「協育」ネ

ットワークを各地域に構築し、学校教育活動等を支援するとともに、親への学習機会や

情報の提供等の家庭教育を支援する体制を整備します。

ウ コミュニティ・スクールの普及推進

地域の教育力を結集した地域とともにある学校づくりに向けて、既存校の成果・課題

の検証を踏まえ、コミュニティ・スクールの普及推進を図ります。

④ 高等学校等における就学継続のための支援

ア 学習等に課題を抱える生徒への支援

高校中退の防止にも資するため、各学校において個別指導等を充実し、生徒の学習意

欲を喚起することで基礎学力の定着を図ります。

［資料＿報告③］
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また、生徒の進路希望等に応じた指導を工夫するなど、高校教育の質の確保・向上に

向けた取組を推進します。

イ 体系的・系統的なキャリア教育の充実

生徒に望ましい勤労観・職業観と職業に関する実践的な知識・技能を身に付けさせ、

主体的な職業選択の能力や態度を育成するため、地域産業界と連携したインターンシッ

プの充実など体系的・系統的なキャリア教育の充実を図ります。

ウ 再入学に対する支援

高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支

援金支給期間の経過後も、卒業までの間（最長２年間）、継続して就学支援金相当額を

支給します。

エ 定時制通信制高校生への教科書の給付

中学校を卒業して勤務に従事するなど、様々な理由で全日制の高校に進めない青少年

に対して、教育の機会均等を保障するため、定時制・通信制高校に通う定職に就いてい

る生徒等の教科書給与を補助します。

（２）幼児教育の質の向上

① 幼保小の円滑な接続の推進

幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の交流活動や教職員間における教育内容の相

互理解を促進し、子どもの発達や学びの連続性を確保することで、幼児期の教育と小学

校教育の円滑な接続を図ります。

② 幼稚園等教員への研修機会の充実

幼稚園、保育所、認定こども園、小学校の教職員に対して、幼児教育に関する実践的

指導力の向上及び小学校教員における幼児教育理解を充実させるため、幼稚園教育要領

等の趣旨に基づいた研修会を実施し、質の向上を図ります。また、幼稚園の新規採用教

員研修及び１０年経験者研修を実施します。

③ 幼稚園等園長の運営管理協議会の開催

園全体の教育活動の充実及び質の向上を図るとともに、園長等の幼児教育に対する理

解促進を図るため、幼稚園、保育所、認定こども園の園長・主任、小学校長等に対して、

幼稚園等における園の運営・管理に関する今日的課題に基づいた協議会を開催します。

［資料＿報告③］

-14-



- 10 -

④ 保護者に対する学習機会の提供

子育てなど家庭が抱える課題解決を地域社会全体で支援するため、関係機関と連携し

て切れ目のない学習機会を提供します。

（３）就学支援の充実

① 義務教育段階の就学支援の充実

ア 市町村の就学援助

学校教育法第１９条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生

徒の保護者に対して行う市町村の就学援助が適切に実施されるよう働きかけます。

イ 県立中学校及び特別支援学校児童生徒への医療費の助成

学校保健安全法第２４条に基づく就学援助として、要保護及び準要保護世帯の県立中

学校生徒及び特別支援学校（義務教育課程）児童生徒に対して感染性又は学習に支障を

生ずる疾病にかかり、学校の指示により治療を受けた際の医療費を助成します。

② 「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）制度」などによる経済的負担の軽減

ア 高校生等奨学給付金の給付

経済的な理由により高等学校等への修学が困難な生徒の保護者等に対し、授業料以外

の教育費負担を軽減し、教育の機会均等を図るため、「高校生等奨学給付金」を給付し

ます。

イ 高等学校等就学支援金の支給

授業料の負担を軽減するため、所得要件を満たす世帯の高校生等に対し、高等学校の

授業料の支援として、就学支援金を支給します。

ウ 私立高等学校授業料減免補助

私立学校の生徒を対象に、授業料の負担を軽減するため、私立高等学校が所得要件を

満たす高校生等のいる世帯に対し授業料減免を行った場合、その経費の一部を負担しま

す。

エ 高校生への奨学金の貸与

保護者等が大分県内に住所を有する者のうち、優秀な生徒で経済的理由により就学が

困難な者に対して、教育の機会均等が図られるよう、（公財）大分県奨学会が実施する

奨学資金の貸付制度の円滑な実施を支援します。

［資料＿報告③］
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③ 特別支援教育に関する支援の充実

教育の機会均等の趣旨に則り、特別支援学校へ就学する児童生徒の保護者の経済的負

担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援教育就学奨励費を支給します。

④ 各種貸付金

ア 生活福祉資金（教育支援資金）

低所得者世帯に属する者が、高等学校以上の学校に入学や修学するために必要な費用

を貸し付ける生活福祉資金（教育支援資金）について、実施主体の（社福）大分県社会

福祉協議会との連携を密にし、周知と円滑な実施を図ります。

イ 母子父子寡婦福祉資金貸付金の活用（就学支度資金、修学資金）

ひとり親家庭の子どもの就学支援のため、母子父子寡婦福祉資金（就学支度資金、修

学資金）の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

（４）大学等進学に対する教育機会の提供

① 高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実

ア 大学進学者等への奨学金の貸与

（公財）大分県奨学会が実施する学校教育法第１条に規定する大学（通信課程、別科、

専攻科及び大学院を除く。）に在学し、優秀な資質を有し、経済的理由により修学困難

な者に対する大学奨学金の貸付制度について、教育の機会均等が図られるよう、その周

知と円滑な実施を支援します。

② 専門学校生に対する支援の実施

ア 専門学校生経済的支援実証研究事業の実施

意欲と能力のある私立の専門学校生が経済的理由により修学を断念することなく安心

して学べるよう、修学支援アドバイザーによるアドバイスの実施及び経済的理由により

修学が困難な生徒に対する経済的支援、基礎データの収集を行います。

③ 各種貸付金

ア 生活福祉資金（教育支援資金）（再掲）

低所得者世帯に属する者が、高等学校以上の学校に入学や修学するために必要な費用

［資料＿報告③］
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を貸し付ける生活福祉資金（教育支援資金）について、実施主体の（社福）大分県社会

福祉協議会との連携を密にし、周知と円滑な実施を図ります。

イ 母子父子寡婦福祉資金貸付金（就学支度金、修学資金）（再掲）

ひとり親家庭の子どもの就学支援のため、母子父子寡婦福祉資金（就学支度資金、修

学資金）の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

（５）生活困窮世帯等への学習支援

① 自立相談支援事業、学習支援事業等の実施

「生活困窮者自立支援法」に基づき、複合的な課題をもつ生活困窮者に対し包括的な

支援を行う自立相談支援事業や、生活困窮世帯の子どもを対象に、居場所づくりを含む

学習支援事業の実施を支援します。

② ひとり親家庭の子どもの学習支援

ひとり親家庭の子どもを対象に、学習支援や子ども同士が交流できる居場所づくりに

取り組みます。

③ 放課後や土曜日等の学習支援の充実（再掲）

放課後の子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の支援による学

習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施するとともに、土曜日

に多様な経験や技能を持つ地域人材・企業等の社会資源を活用し、補充学習や多様な教

養講座、体験活動等を体系的継続的に実施する教育支援体制等を構築します。

（６）その他の教育支援

① 義務教育未修了の学齢超過者等への支援

義務教育未修了の学齢超過者等の就学機会の確保の在り方について、国や市町村と連

携しつつ検討を進めます。

② 県立中学校生徒への給食費助成

［資料＿報告③］
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学校給食法第１２条に基づく就学援助として、準要保護世帯の県立中学校生徒に対し

て給食費を助成します。

③ 県立定時制高校生の学校給食費の一部助成

勤労青少年の定時制高校への就学を促進し、教育の機会均等を保障するため、爽風館

高校、大分工業高校定時制、日田高校定時制、中津東高校定時制の４つの県立高校定時

制において定職に就いている生徒等に対して、学校給食費を一部助成します。

④ 食育の推進

学校において栄養教諭や学校栄養職員が担任等と連携し、学校給食を「生きた教材」

として活用するなど学校教育全体での取組とともに、地場産物を学校給食に取り入れた

り、生産者の方とのふれあい給食を実施したりするなど地域と連携した食育に取り組み

ます。

また、「早寝・早起き・朝ごはん」を基本とした規則正しい生活習慣を身につけるた

め、学校と家庭、地域が連携して食育を推進します。

［資料＿報告③］
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２ 生活の支援

（１）保護者の生活支援

① 保護者の自立支援

ア 生活困窮者への自立支援

○生活保護受給者以外の生活困窮者への支援

生活保護受給者を含む生活困窮者の増加を踏まえ、新たな生活困窮者自立支援制度が

平成27年4月から開始されたことから、各実施主体（市及び県（町村部））における、

総合的な相談支援や地域の実情に応じた任意事業の実施等について支援します。

○自立相談支援事業の実施

「生活困窮者自立支援法」に基づき、複合的な課題をもつ生活困窮者に対し包括的な

支援を行う自立相談支援事業の実施を支援します。

○家計相談支援事業の実施

相談者の家計管理能力を高めるなど家計管理の視点に特化した家計相談支援事業の実

施を支援します。

○就労準備支援・一時生活支援・子どもの学習支援事業等の実施

日常生活や社会生活での自立に向けた訓練を行う就労準備支援事業、住居を持たない

生活困窮者に対し、一時的な衣食及び宿泊場所を提供する一時生活支援事業等の実施を

支援します。

イ ひとり親家庭に対する母子･父子自立支援プログラムの策定

大分県母子・父子福祉センターにおいて、専門の策定員が、相談者個別のニーズに応

じた母子・父子自立支援プログラムを作成し、自立に向けたきめ細かな支援を行います。

さらに、各市において、プログラムを策定できるよう、また、各市が策定したプログラ

ムに基づき、支援実施機関と連携し、きめ細かで継続した支援を行うことができるよう、

支援します。

ウ ひとり親家庭に対する相談事業の充実

大分県母子・父子福祉センターにおいて、専門員が、関係機関と連携し、来所や電話

による一般相談に適切に対応するととともに、弁護士による無料法律相談を定期的に実

施し、法的な課題にも対応するなど、相談事業の充実を図ります。また、大分県母子家

庭等就業・自立支援センターにおける就業あっせん事業等との一体的な支援を行いま

す。

エ ひとり親家庭に対する生活向上支援

［資料＿報告③］
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ひとり親家庭の親が、生活の中で直面する課題や困難を解決し、共助の精神を養い自

立のための意欲の形成を図り、生活を向上できるよう、生活支援の講習会等を開催し、

総合的に支援します。

オ 母子・父子自立支援員に対する研修の実施

ひとり親家庭等からの様々な相談に適切に対応できるよう、また、住居や生活、就労、

教育、ＤＶなどに関する関係機関と密接に連携できるよう、母子・父子自立支援員を対

象とした研修機会を提供します。

さらに、母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭等からの相談に対して、必要な情報

提供をワンストップで行うことができるよう、技術的な支援を行います。

カ 婦人相談所における相談対応の充実

家庭の問題としての「夫等の暴力・酒乱」「子どもの問題」など、女性からの様々な

相談に幅広く応じ、助言や情報提供を行います。また、ＤＶ関係では、弁護士による法

律相談を実施するとともに、被害者の保護や自立に向けた専門的な相談にも対応します。

さらに、婦人保護施設を退所した方にも、必要に応じて訪問し、生活状況の把握や自立

に向けた助言を行います。

緊急に保護することが必要と認められる女性については、同伴児がいれば同伴児とと

もに、最も適当な援助の方針が決まるまでの間、一時保護を行い、心理ケアや生活指導

員による同伴児の支援も実施します。

ＤＶに関しては、被害者により身近な市町村において支援の充実を図ることが大事で

あることから、婦人保護事業担当職員を対象とした研修会やケース検討会などを実施し

相談対応の質の向上と関係機関との連携の強化を図ります。

② 保育料の負担軽減

子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、保育所、認定こども園、認可外保育施設

に入所する３歳未満児の保育料を減免する市町村の取組を支援します。また、私立幼稚

園に同時入所する世帯の保育料の一部を助成します。

③ 放課後児童クラブの設置・運営に対する支援

昼間家庭に保護者がいない小学生等を対象に、遊びや生活の場を提供し、その健全な

育成を図る「放課後児童クラブ」の設置を推進するとともに、ニーズに応じた開所時間

を確保するなどサービスの向上を図ります。

④ 保護者の健康確保

市町村が実施するひとり親家庭等医療費助成事業に対し、その経費の一部を助成しま

す。また、県・市町村・医療機関等との連携を深め、適正かつ円滑な事業実施に努めま

［資料＿報告③］
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す。

妊娠・出産にかかる専門的な悩みに対応する体制の充実を図るとともに、市町村が実

施する妊婦健康診査の受診促進と質の向上を図ります。

医療機関、地域保健、福祉関係機関等が連携した母子保健・育児支援ネットワークを

強化し、母子保健体制の充実を図ります。

⑤ 母子父子寡婦福祉資金（生活資金等）の貸付

技能習得期間の生活の安定・維持のためなどに必要な母子父子寡婦福祉資金（生活資

金等）の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

⑥ 母子生活支援施設を活用した地域生活の支援

支援が必要な母子家庭等の円滑な入所に努め、自立に向けた支援を充実します。また、

退所後においても、各種の福祉サービスが効果的に活用できるように、市町村や母子･

父子自立支援員と協力しての支援に努めます。

⑦ 社会福祉法人等による生活困窮者に対する支援

県内の社会福祉法人有志により設立された「大分県社会福祉法人社会貢献活動推進協

議会」は、会員が拠出する会費で造成する基金を財源として、社会福祉施設等へのコミ

ュニティソーシャルワーカーの配置を行い、生活困窮者等地域で生活に困難を抱える方

々の相談支援を行うとともに、緊急の支援を必要とする方に対し、現物給付による経済

的援助（上限１０万円）を実施しています。

生活困窮者に対し、より効果的な支援が行われるよう、生活困窮者自立支援制度と本

取組の連携を促進します。

⑧ その他の支援

ア 児童や地域住民からの相談に応じる児童家庭支援センターの設置

児童家庭支援センターは、地域の児童と家庭の福祉の向上を図ることを目的とする地

域の身近な支援機関として、地域の子育てに関する相談に応じる機能や、里親支援、関

係機関との連絡調整機能を備えています。現在、県内に２か所の児童家庭支援センター

が設置されていますが、今後も整備を促進します。

イ いつでも子育てほっとラインの設置

子育ての悩みや不安を抱える保護者に、身近な相談者がいない場合には、一人で悩み

［資料＿報告③］
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事を抱え込んでしまうことも多いため、子育てに関するあらゆる相談に対応するいつで

も子育てほっとラインを設置し、２４時間３６５日、相談を受けることができる体制を

整え、保護者が心配事を一人で抱え込まないで済むよう取り組みます。

（２）子どもの生活支援

① 児童養護施設等の退所児童等の支援

ア 自立援助ホームへの支援

義務教育終了後、児童養護施設等を退所した２０歳未満の児童を入所させ、日常生活

上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、児童の自立を促進する事業を展開して

いる「自立援助ホーム」に、その事業運営に必要な経費を助成します。

イ 自立援助ホーム負担金の助成

義務教育終了後、自立援助ホームに入所した児童のうち、無職又は低所得のため入居

費用が支払えない児童に対して、入所費用の助成を行います。

ウ 児童アフターケアセンターおおいたによる支援

児童養護施設等を退所する児童に、自立した生活を送る課程で生じる様々な課題を自

らの力で解決できる力を身につけさせるため、「児童アフターケアセンターおおいた」

を設置して、入所中から就労支援や生活訓練等の様々な支援を行います。

児童アフターケアセンターおおいたでは、児童養護施設等を退所した児童の自立生活

に関するあらゆる相談に対応するために、各関係機関との連携強化を図り、ワンストッ

プで児童の自立生活を安定させるための支援が可能になるよう体制の整備を行います。

② 食育の推進に関する支援

市町村が実施する乳幼児健康診査や相談会の機会を活用し、正しい食習慣や生活習慣

が確立できるよう、市町村と連携した取り組みを推進します。

保育所における具体的な計画として立案される「指導計画」の中に、食育の視点を含

めた計画が策定されるよう指導します。

③ 子どもの居場所づくりに関する支援

ア 地域における幼児教育・保育の提供体制の確保

地域の実情に応じて、質の高い教育・保育が適切に提供されるよう、市町村の計画等

に基づき新たな保育所や幼保連携型認定こども園の設置認可を行うなど、地域における

幼児教育・保育の提供体制の確保を支援します。

［資料＿報告③］
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イ 子どもの安全・安心な放課後等の生活の支援

昼間家庭に保護者がいない小学生を対象に、適切な遊びや生活の場を提供する「放課

後児童クラブ」の設置を促進するとともに、サービスの向上を図ります。

また、地域の人たちの協力を得て体験・交流・学習活動を提供する「放課後チャレン

ジ教室」及び「土曜教室」の支援者を拡大し、教室の充実を図ります。

「放課後子ども総合プラン」を踏まえ、「放課後児童クラブ」と「放課後チャレンジ

教室」の連携を促進させ、放課後等における子どもの安全・安心な居場所づくりを進め

ます。

ウ ひとり親家庭の子どもの学習支援

ひとり親家庭の子どもを対象に、学習支援や子ども同士が交流できる居場所づくりに

取り組みます。

④ その他の支援

ア 児童養護施設入所児童に対する見学旅行費用の助成

児童養護施設入所中の修学旅行費用は、児童福祉施設措置費によって賄われています

が、修学旅行費用が措置費を超える場合等、措置費では賄えない事例に対し、措置費の

基準単価を超える経費について助成します。

イ 里親へ委託された児童に対する高校通学費用の助成

里親に委託されている高校生の通学費用は、他の経費と合わせて定額の「教育費」が

支弁されていますが、遠方に通学する高校生の通学費用が教育費を超える場合、通学費

用の不足分を助成します。

ウ 児童養護施設における学習支援の充実

児童養護施設に入所中の児童については、十分な学習環境が確保できないで家庭で過

ごしていた児童も少なくありません。そのため、学習の理解が十分でない児童もあり、

高校進学の妨げになっている事例もあることから、児童の学力向上のための学習指導員

の配置を支援します。

（３）関係機関の連携

① 生活困窮者自立支援機関の活用

困難な環境に負けず、進学や就労による自立を目指す子どもたちを支援するため、生

活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関を中心に、児童福祉関係者、母子保健

関係者、労働関係者、教育委員会等の関係機関が連携して取り組む体制を整備します。

具体的には、各市町村及び自立相談支援機関、関係団体等で構成する「生活困窮者自
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立支援制度推進検討会議」を開催し、県内全体のネットワークを構築するとともに、地

域におけるネットワークの構築を推進します。

② 児童相談所への市町村職員の受入れや講師派遣

児童が安全安心な生活を継続するためには、児童虐待の未然防止と早期対応が重要で

す。そこで、児童相談に関する一義的な相談窓口となる市町村の担当職員のスキルアッ

プを図り、地域のこども達の安全安心な生活を目指すために市町村職員を児童相談所で

の実地研修に受け入れるとともに、児童虐待に関する地域の意識を向上するための研修

会等に児童相談所の職員を講師として派遣します。

（４）子どもの就労支援

① 児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援

ア 児童養護施設に就労支援、自立援助を行う指導員の設置

児童養護施設入所児童について、勤労の基礎的な能力及び態度を育て、児童がその適

性、能力に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供、

実習や講習等の支援を通じた児童の自立支援を行うため、各児童養護施設に職業指導員

を配置します。

イ 児童養護施設入所時からの生活能力向上の支援

社会経験が乏しくなりがちな施設入所児童に対して、施設入所中から自立に必要なコ

ミュニケーション能力やビジネススキルを始めとする「社会生活能力」を身につけるた

め、キャリア教育等の専門的かつ継続的な支援を行います。

ウ 児童養護施設から就職等をする児童に対する生活費の助成

児童養護施設入所児童が、進学又は就職を理由に措置解除となった場合には、退所当

初の生活基盤が弱いため、円滑な自立生活への導入が困難とならないよう、新生活を始

めるための支度費用を助成します。

エ 児童養護施設から就職等をする児童の身元保証の支援

児童養護施設等を退所する児童が、就職等の際に親族等からの身元保証が得られない

場合に、全国社会福祉協議会の補償制度を活用して施設長等が保証人となっています。

県はその費用の一部を負担して、保証人の有無が児童の自立を妨げることの無いように

支援します。

②親の支援のない子ども等への就労支援

［資料＿報告③］
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ア 生活困窮者への自立相談支援の実施

「生活困窮者自立支援法」に基づき、複合的な課題をもつ生活困窮者に対し包括的な

支援を行う自立相談支援事業の実施を支援します。自立相談支援機関では、総合的な相

談窓口を設置するのみならず、民生委員・児童委員や自治会等と連携し、生活困窮者を

可能な限り早期に発見し、訪問支援（アウトリーチ）を積極的に行います。

イ 生活困窮者への就労準備支援事業の実施

昼夜が逆転し生活リズムが崩れている方や就労経験はあるものの、離職後長期間ひき

こもっており、すぐに一般就労が困難な方などに対し、適切な訓練を提供する就労準備

支援事業の実施を支援します。

③ 高校生の就職支援

高校生の就職を支援するため、大分労働局等の関係機関と連携して専門の講師を学校

へ派遣し、生徒の職業意識啓発のガイダンスや個別相談等の支援を充実します。

④ 定時制高校に通学する子どもへの就労支援

「ジョブカフェおおいた」において、相談員が、企業情報や職業訓練情報を提供する

ほか、就職相談の対応や就活の支援を行っています。

また、仕事内容などについて理解を深めてもらえるよう企業説明会や中小企業職場見

学会を実施するほか、内定者講習会や新入社員セミナーなども行い、職業選択のミスマ

ッチを防ぎ、職場定着を促す取組を行います。

⑤ 高校中退者や若年求職者等への就労支援

「ジョブカフェおおいた」において、相談員が、企業情報や職業訓練情報を提供する

ほか、就職相談の対応や就活の支援を行っています。

また、仕事内容などについて理解を深めてもらえるよう企業説明会や中小企業職場見

学会を実施するほか、内定者講習会や新入社員セミナーなども行い、職業選択のミスマ

ッチを防ぎ、職場定着を促す取組を行います。（再掲）

（５）支援する人員の確保等

① 社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化

ア 児童養護施設の体制整備、機能強化

社会的養護を必要とする子どもたちの環境を整備するため、大分県家庭的養護推進計

画により、施設の小規模化や里親委託率の向上等、家庭的養護の推進を図り、施設の処
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遇改善のための措置費の加算制度等の積極的な活用を進めます。

また、児童養護施設等による市町村への支援協力を強化するための、「基幹的職員」

の養成に努めます。

イ 児童相談所への精神科医の助言、顧問弁護士の配置

児童相談所においては、児童の処遇検討の際に、必要に応じて積極的に精神科医の助

言を仰ぎながら、児童や保護者の精神的なケアを行い、少しでも早く家庭の再統合がで

きるように努めます。また、児童相談所に顧問弁護士を配置し、法律的な助言をいただ

きながら児童の最善の利益の確保に努めます。

②相談支援者の資質向上

ア 母子・父子自立支援員に対する研修の実施（再掲）

ひとり親家庭等からの様々な相談に適切に対応できるよう、また、住居や生活、就労、

教育、ＤＶなどに関する関係機関と密接に連携できるよう、母子・父子自立支援員を対

象とした研修機会を提供します。また、母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭等から

の相談に対して、必要な情報提供をワンストップで行うことができるよう、技術的な支

援を行います。

イ 生活保護ケースワーカーに対する研修の実施

生活保護ケースワーカー及び就労支援員の資質の維持・向上を図るために、研修を実

施します。

ウ 生活困窮者自立支援相談員等に対する研修の実施

自立相談支援事業等に従事する相談員については、厚生労働省が主催する養成研修に

対し、積極的に派遣を行います。また、生活困窮者自立支援制度に従事する相談員等の

みならず、関連機関・団体の職員を対象に、年２回伝達研修を実施し、制度に関わる方

々の資質向上を図ります。

（６）その他の生活支援

①妊娠期からの切れ目ない支援

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援のため、地域の実情に応じた「子

育て世代包括支援センター」の整備を推進します。

医療機関、地域保健、福祉関係機関等が連携した母子保健・育児支援ネットワークを

強化し、母子保健体制の充実を図ります。

②住宅支援
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ア 中学生までの子どもがいる世帯の県営住宅入居資格の緩和

一般世帯向けの申込資格（条例第６条）を満たし且つ、中学生までの子どもがいる世

帯の場合、年間所得金額の上限額を引き上げ、所得要件の緩和を行います。

イ 子育て世帯等の県営住宅への優先入居

一般世帯向けの申込資格（条例第６条）を満たし且つ、現に同居し、または同居しよ

うとする中学校を卒業するまでの者を含む親子を中心とした２人以上の親族（婚姻届を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む）がある場合、

優先入居（抽選の優遇）することができます。

ウ 多子世帯向け県営住宅の確保

県営住宅の一部を多子世帯向け住宅として指定しており、一般世帯向けの申込資格（条

例第６条）を満たし且つ、入居の日において同居する３人以上の子(１８歳に達する日

以降の最初の３月３１日までの間にあるものに限る。)を養育している場合、５年間を

期限として入居することができます。（状況により、最大５年間延長することができま

す。）

エ 母子父子寡婦福祉貸付資金の活用

市及び県保健所地域福祉室を通じて、母子父子福祉資金貸付金（住宅資金、転宅資金）

の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切なアド

バイスを行うとともに、自立の妨げとならないよう、貸付時から償還についての相談対

応も行いながら、無理のない償還となるよう取り組みます。

オ 住居確保給付金の支給

離職により住居を喪失する恐れのある県民に対し、有期で家賃相当額を支給し、住居

に関する不安を取り除くことを通じて、再就職に向けた就職活動を支援します。

③ その他の支援

ア ひきこもり等の悩みを抱える子どもや家族への支援

ひきこもり等社会的自立に困難な悩みを抱える子どもやその家族を支援するため、子

どもの相談・支援を行う３機関をワンストップ化した「おおいた青少年総合相談所」の

利用促進を推進します。

イ 訪問型子育て支援（ホームスタート）の充実

就学前の子どもがいる家庭を研修を受けた地域の子育て経験者が訪問し、傾聴と協働

を行う訪問型子育て支援（ホームスタート）を行うとともに、関係機関の連携、スタッ

フの研修により取組の充実を図ります。
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ウ 児童相談所の児童虐待への対応強化

増加する児童虐待ケースに迅速かつ専門的な対応をするため、虐待の初期対応班を配

置しています。このことで、虐待の早期支援が可能となり、子どもたちの健全な成長の

確保に資するものと考えます。

また、精神科の嘱託医や顧問弁護士を配置することで、困難事例への対応の強化を図

ります。

エ 児童虐待に対する理解の促進

児童虐待への理解を深め、早期発見、早期対応の重要性を周知するため、児童相談所

の職員を関係機関の研修会等の講師として派遣しています。また、市町村職員を、児童

福祉にかかる専門職員として養成するための研修を行います。

オ 保育所における相談支援機能の強化

障がいのある子どもやネグレクトなど、特別な配慮が必要な子どもや家庭に対して適

切な支援ができるよう、専門性を高める研修を実施し、保育所等の機能強化を図ります。
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３ 保護者に対する就労の支援

① 親の就労支援

ア 生活困窮者への自立相談支援

○自立相談支援事業の就労支援員による支援の実施

「生活困窮者自立支援法」に基づき、複合的な課題をもつ生活困窮者に対し包括的な

支援を行う自立相談支援事業の実施を支援します。

就労支援については、自立相談支援機関に配置する就労支援員が、就労先の開拓や斡

旋、就労に関するアドバイス等を実施します。

○就労訓練事業（中間的就労）、就労準備支援事業の実施

すぐに一般就労が困難な方に対し、支援付き就労訓練の場（中間的就労）である就労

訓練事業者の拡大を図ります。

昼夜が逆転し生活リズムが崩れている方や就労経験はあるものの、離職後長期間ひき

こもっており、すぐに一般就労が困難な方などに対し、適切な訓練を提供する就労準備

支援事業の実施を支援します。

○福祉事務所の就労支援等による生活保護受給者の就労支援

生活保護受給者への就労支援については、就労支援員による支援や、ハローワークと

福祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援などきめ細かく支援していま

す。また、就労や自立に向けたインセンティブの強化として、積極的に求職活動に取り

組む者への就労活動促進費の支給や安定した職業に就いたこと等により保護を脱却した

場合に就労自立給付金を支給することとしています。

イ ひとり親家庭に対する母子･父子自立支援プログラムの策定（再掲）

大分県母子・父子福祉センターにおいて、専門の策定員が、相談者個別のニーズに応

じた母子・父子自立支援プログラムを作成し、自立に向けたきめ細かな支援を行います。

さらに、各市において、プログラムを策定できるよう、また、各市が策定したプログラ

ムに基づき、各市が支援実施機関と連携し、きめ細かで継続した支援を行うことができ

るよう、支援します。

ウ ひとり親家庭に対する就業あっせん等の充実

無料職業紹介の許可を得た一般財団法人大分県母子寡婦福祉連合会と連携し、母子家

庭等就業・自立支援センターにおいて、専門員による相談対応、求人情報の提供、職業

あっせんまで継続した支援を行います。

また、市町村と連携し、就業を目指すひとり親家庭を対象とした地域巡回就業相談会

を実施します。
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エ ひとり親家庭に対する職業能力開発の支援

就業・自立支援センタ－及びひとり親家庭相談窓口において、国が実施する公共職業

訓練やその他の職業能力開発事業についての情報提供を行います。

また、就業・自立支援センタ－において、県内各地で就業意識の向上と就職活動の支

援を目的とする就職支援セミナーを開催し、職業選択や履歴書の書き方、面接対策など

について、きめ細かなアドバイスを行います。

オ ひとり親家庭を応援する企業・事業所の開拓

企業・事業所向けのチラシを作成・配布し、ひとり親家庭の親の採用促進への協力を

求めるとともに、就業・自立支援センタ－への求人票提出を依頼し、ひとり親家庭の親

の雇用に積極的な企業・事業所の開拓を行います。

また、ハローワークが所管する、ひとり親家庭の親を雇用した場合の雇用主に対する

支援策について、企業･事業所に対する広報に努めます。

カ 母子家庭等自立支援給付金事業の利用促進

就業相談を通じて、就職に有利な資格取得を希望する方に対し、母子家庭等自立支援

給付金（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金）を支給するとともに、各

市に対する情報提供、また、広報誌やホームページ等を通じての事業内容の周知を図り

ます。

キ 母子父子寡婦福祉資金（技能習得資金）の貸付

就職するために必要な知識技能を習得するためなどに必要な母子父子福祉資金（技能

習得資金）の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

ク ひとり親家庭への職業訓練

主として離転職者を対象に、機械加工科や電気設備科など主に技術的なものは県立の

職業能力開発施設において、また、パソコン経理や医療事務などについては民間教育訓

練機関に委託して職業訓練を実施します。

なお、入校検定料、入校料、授業料は無料です。

ケ ひとり親家庭の職業訓練中の保育料の一部を助成

未就学児童を持つ再就職希望者が職業訓練を受講しやすい環境を整備するため、県が

実施する職業訓練の受講者が、職業訓練の受講により保育に欠けることとなる未就学児

童を保育所（園）に預ける場合、職業訓練期間中の保育料を一部助成します。また、職

業訓練施設近隣の保育所（園）に未就学児童を預けて職業訓練を受講できるよう、託児

サービス付きの職業訓練も実施します。

コ 就職活動支援のための託児サービスの提供
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出産や育児等で離職した子育て中の女性の再就職等を支援するため、マザーズコーナ

ー（ハローワーク）における求職活動や、就職に向けた面接・試験などの際に利用でき

る、無料の託児サービスを実施します。

② 親の学び直しの支援

ア 生活保護法による生業扶助（高等学校等就学費）の支給

生活保護を受給しているひとり親家庭の親が、高等学校等に就学する場合は、卒業資

格を得て就労することにより、収入増加や保護からの自立に繋がるなどの一定の要件の

下、就学にかかる費用（高等学校等就学費）を支給します。

イ 母子家庭等自立支援給付金の利用促進（再掲）

就業相談を通じて、就職に有利な資格取得を希望する方に対し、母子家庭等自立支援

給付金（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金）を支給するとともに、各

市に対する情報提供、また、広報誌やホームページ等を通じての事業内容の周知を図り

ます。

ウ 母子父子寡婦福祉資金（技能習得資金）の貸付（再掲）

就職するために必要な知識技能を習得するためなどに必要な母子父子福祉資金（技能

習得資金）の貸付けを行うとともに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

③ 就労機会の確保

ア ひとり親家庭に対する就業あっせんの充実等（再掲）

無料職業紹介の許可を得た一般財団法人大分県母子寡婦福祉連合会と連携し、母子家

庭等就業・自立支援センターにおいて、専門員による相談対応、求人情報の提供、職業

あっせんまで継続した支援を行うとともに、市町村と連携し、就業を目指すひとり親家

庭を対象とした地域巡回就業相談会の実施や県内各地で就業意識の向上と就職活動の支

援を目的とする就職支援セミナーを開催し、職業選択や履歴書の書き方、面接対策など

について、きめ細かなアドバイスを行います。

また、就業・自立支援センタ－及びひとり親家庭相談窓口において、国が実施する公

共職業訓練やその他の職業能力開発事業についての情報提供を行います。

さらに、就業相談を通じて、就職に有利な資格取得を希望する方に対し、母子家庭等

自立支援給付金（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金）を支給するとと

もに、各市に対する情報提供、また、広報誌やホームページ等を通じての事業内容の周

知を図ります。

資金面では、母子父子福祉資金（技能習得資金）の貸付けを行うとともに、制度に関

する情報提供を積極的に行います。また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の
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利用についても検討するなど適切なアドバイスを行います。

④ ひとり親家庭の応援企業の開拓

企業・事業所向けのチラシを作成・配布し、ひとり親家庭の親の採用促進への協力を

求めるとともに、就業・自立支援センタ－への求人票提出を依頼し、ひとり親家庭の親

の雇用に積極的な企業・事業所の開拓を行います。

また、ハローワークが所管する、ひとり親家庭の親を雇用した場合の雇用主に対する

支援策について、企業･事業所に対する広報に努めます。

⑤ ひとり親家庭の親と企業・事業所とのマッチング

労働局やハローワークと連携し、正規雇用への転職等を希望するひとり親家庭の親と、

ひとり親家庭の親の雇用に理解を持ち積極的な企業・事業所とのマッチングを図り、親

の就労を支援します。
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４ 経済的支援

① 放課後児童クラブ利用料における低所得世帯への支援

ア 保護者負担金の減免

保護者負担金が払えずに放課後児童クラブの利用を断念することのないよう、事業主

体となる市町村とともに、所得の低い世帯の保護者負担金の減免に取り組みます。

② 児童扶養手当の支給

ア ひとり親家庭への児童扶養手当の支給

市町村を通じて、児童扶養手当の支給を行うとともに、制度に関する情報提供を積極

的に行います。

また、受給資格者に対し、パンフレットなどによる制度の周知を行い、適正な支給に

努めます。

③ 母子父子寡婦福祉資金の貸付

ア 母子父子寡婦福祉資金の貸付（再掲）

ひとり親家庭の子どもの就学支援のためなどの母子父子福祉資金の貸付けを行うとと

もに、制度に関する情報提供を積極的に行います。

また、ひとり親家庭の相談窓口において、他制度の利用についても検討するなど適切

なアドバイスを行います。

④ 教育扶助の支給

ア 生活保護法による教育扶助（小、中学生）の給付

生活保護における教育扶助については、義務教育に伴って必要な費用を支給します。

支給方法については、親権者等のほか学校長に対して直接支払うことが可能となってい

ることから、こうした仕組みを活用し、目的とする費用に直接充てられるよう適正に実

施されるよう努めます。

⑤ 生活保護世帯の子どもの進学時の支援

ア 生活保護法による生業扶助（高校生）の給付

生活保護世帯の子どもが、高等学校に進学する際には、入学料、入学考査料等を支給

します。また生活保護世帯の高校生の就労収入のうち、本人の高校卒業後の大学等の進

学費用にかかる経費に充てられる場合については、収入として認定しない取り扱いとし

ます。
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⑥ 養育費の確保及び面会交流に関する支援

ア 広報・啓発活動の充実

子どものための養育費、面会交流という観点から、その必要性について、広報啓発を

行うとともに、相談機関での情報提供、養育費関係パンフレット配布、ホームページへ

の掲載により、具体的な手続についてアドバイスを行います。

また、市町村の離婚届提出窓口において、養育費等に関するパンフレットを配布し、

非同居親から子どもへの養育についての相談を受け付けることができるような体制づく

りを支援します。

さらに、法テラス大分や養育費相談支援センターと連携し、県民の皆さんや母子･父

子自立支援員を対象とした研修会を実施します。

イ 養育費確保に向けた支援

大分県母子・父子福祉センターにおいて、弁護士による無料法律相談を実施し、養育

費に関する相談に対して適切に対応し、その取り決めの促進について支援します。

また、関係機関と連携し、養育費等に関する情報交換や状況把握に努め、連携した施

策の実施について検討を進めます。

ウ 適切な面会交流の支援

大分県母子・父子福祉センターにおいて、面会交流に関する相談に対し、適切な面会

交流の実施に向けた両親間の取り決めが促進されるよう支援します。

また、市町村に対し、研修会を通して面会交流の実例を紹介するなど、理解を深める

機会を提供します。

⑦ その他の支援

ア 低所得者等への生活資金の貸付

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社

会参加の促進を図ることを目的とした「生活福祉資金貸付制度」は、県社会福祉協議会

を実施主体とし、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって実施されています。

本制度に基づき、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等に対して、それぞれの状

況に応じて、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学のため

の資金などの貸付の円滑な実施を支援します。

イ 子どもにかかる医療費の一部を助成

子どもの傷病の早期治療を促進し、保健の向上を図るため、市町村が実施する乳幼児

等への医療費助成に対し補助を行い、経済的負担の軽減を図ります。

ウ 小児慢性特定疾病にかかる医療費の一部を助成

小児がんや慢性疾病等治療が長期にわたる小児慢性特定疾病児童等に対し、家族の経
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済的負担を軽減するため、医療費の自己負担の一部を助成します。

エ ひとり親家庭の親子に係る医療費の一部を助成

市町村が実施するひとり親家庭等医療費助成事業に対し、その経費の一部を助成しま

す。

また、県・市町村・医療機関等との連携を深め、適正かつ円滑な事業実施に努めます。

オ 母子･父子福祉団体への助成

地域のひとり親家庭からの相談対応や相互の交流活動を実施している母子･父子福祉

団体の活動を支援します。

また、地域の母子･父子福祉団体に対して、行政の動向についての情報等を提供する

とともに、定期的な情報交換の場を設け、ひとり親家庭の実情を把握することに努めま

す。

カ 貸付機関間の情報共有

母子父子寡婦福祉資金や生活福祉資金の貸付窓口などにおいて、制度の相互理解や情

報共有を図り、相談者の状況に応じて適切なアドバイスを行います。

キ 交通事故により保護者を亡くした子どもへの支援

交通事故により保護者を亡くした遺児（小学生から１８歳まで）を支援するため、県

民の皆さんの善意の寄付金により、激励金や小中学校の入学祝金、中学卒業後の育英資

金など、各種助成金を給付する救済援護事業を実施します。
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Ⅷ 計画の評価

子どもの貧困対策を進めるにあたって、国の大綱に設定された指標のうち次の６項目を

指標として設定し、取組の実施状況や効果等を検証のうえ、目標値の達成に向けて取り組

みます。

［生活保護世帯に属する子どもの状況］（平成２６年度）

（１）中学校卒業時の進路決定率 現況値 ８７．６％

（２）高等学校卒業時の進路決定率 現況値 ８９．４％

（３）高等学校等中退率 現況値 ５．６％

［児童養護施設の子どもの状況］（平成２６年度）

（４）中学校卒業時の進路決定率 現況値 １００％

（５）高等学校卒業時の進路決定率 現況値 ９６．８％

［ひとり親家庭の親への就労の支援］（平成２６年度）

（６）母子家庭等自立支援給付金利用者の就職・進学率 現況値 ８８．４％

※目標値については、現在、検討中。
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高校生ものづくりコンテスト全国大会 競技の様子 

「電気工事部門」 

 競技内容：屋内配線工事を行い、器具の取り付け方や寸法の正確さを競う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電子回路組立部門」 

 競技内容：プログラミング技術や電子回路の設計・製作技術などを競う 
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平成２７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

教育庁体育保健課 

 

１ 調査の目的 

(１) 子供の体力等の状況に鑑み、国が全国的な子供の体力の状況を把握・分析することに

より、子供の体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 

(２) 各教育委員会、各国公私立学校が全国的な状況との関係において自らの子供の体力の

向上に係る施策の成果と課題を把握し、その改善を図るとともに、そのような取組を通

じて、子供の体力の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

(３) 各国公私立学校が各児童生徒の体力や運動習慣、生活習慣等を把握し、学校における

体育･健康に関する指導などの改善に役立てる。 

 

２ 調査の対象とする児童生徒 

国・公・私立学校の以下の学年の原則として全児童生徒を対象。 

(１) 小学校調査 

小学校第５学年、特別支援学校小学部第５学年 

(２) 中学校調査 

中学校第２学年、中等教育学校第２学年、特別支援学校中学部第２学年 

ただし、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒につい

ては、その障害等を考慮して、参加の是非を適切に判断。 

 

３ 調査事項 

(１) 児童生徒に対する調査 

ア 実技に関する調査（測定方法等は新体力テストと同様） 

［８種目］握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、

立ち幅とび、ソフトボール投げ（中学校はハンドボール投げ） 

（※中学校は、持久走か20ｍシャトルランのどちらかを選択） 

イ 質問紙調査 

・運動習慣、生活習慣等に関する質問紙調査 

(２) 学校に対する質問紙調査 

・子供の体力向上に係る取組等に関する質問紙調査 

(３) 教育委員会に対する質問紙調査 

・子供の体力向上に係る施策等に関する質問紙調査 

 

４ 大分県における調査校数・児童生徒数 

（１）小学校（２８１校、男子４，９４９名、女子４，７０５名：特別支援学校含む） 

（２）中学校（１３６校、男子５，０４８名、女子４，８３５名：特別支援学校含む） 
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【資料２】

小学校５年生男子

全国 394,797 17.01 19.12 32.68 40.98 49.40 9.39 153.95 25.40 54.18

本県 5,422 17.39 18.10 32.65 40.17 49.48 9.47 151.82 26.38 53.64

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 504,510 16.96 19.28 32.55 40.81 50.08 9.37 153.64 25.41 54.19

本県 5,400 17.43 18.24 32.78 40.40 51.41 9.38 151.41 26.82 54.02

比較 ◎ ▲ ◎ ▲ ◎ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 96,983 16.91 19.28 32.56 41.47 51.29 9.38 153.44 25.26 54.36

本県 1,355 17.12 18.19 31.73 41.00 52.75 9.44 150.09 26.25 53.67

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲

Ｈ２３

全国 96,498 16.70 19.44 32.60 41.58 51.58 9.37 152.31 23.80 54.07

本県 1,540 16.84 18.75 33.05 41.60 51.86 9.38 150.95 24.84 54.22

比較 ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ◎ ◎

全国 555,483 16.63 19.54 32.73 41.41 51.41 9.38 152.07 23.19 53.87

本県 5,118 17.07 19.42 33.40 42.24 53.49 9.37 152.60 24.53 54.90

比較 ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

全国 556,756 16.55 19.56 32.87 41.61 51.67 9.38 151.71 22.89 53.91

本県 5,186 17.03 19.71 34.14 43.12 54.26 9.35 152.65 24.49 55.36

比較 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

全国 539,323 16.45 19.58 33.05 41.60 51.64 9.38 151.24 22.52 53.80

本県 4,949 17.02 20.00 33.68 43.45 55.09 9.39 153.37 24.15 55.51

比較 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎

小学校５年生女子

全国 378,161 16.45 17.63 36.62 38.76 38.71 9.64 145.74 14.86 54.84

本県 5,076 16.81 15.91 36.22 37.55 35.86 9.78 140.83 15.15 53.00

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 481,976 16.35 17.65 36.62 38.48 38.73 9.64 145.11 14.62 54.59

本県 5,316 16.69 16.35 36.37 37.71 36.74 9.72 141.08 15.20 53.38

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 92,962 16.37 17.74 36.74 39.17 39.65 9.65 145.20 14.58 54.89

本県 1,321 16.75 16.38 35.88 39.02 38.70 9.73 141.72 15.44 53.91

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ◎ ▲

Ｈ２３

全国 93,136 16.23 17.92 36.68 39.23 39.89 9.64 144.84 14.25 54.85

本県 1,423 16.48 17.04 37.40 38.44 37.30 9.73 142.57 14.67 53.85

比較 ◎ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 532,419 16.14 18.06 36.87 39.06 39.66 9.64 144.55 13.94 54.70

本県 4922 16.52 17.44 37.06 39.72 39.44 9.69 143.33 14.71 54.78

比較 ◎ ▲ ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎

全国 533,376 16.09 18.26 37.22 39.37 40.30 9.63 144.79 13.89 55.01

本県 4,845 16.58 18.03 38.34 40.89 41.19 9.66 145.46 15.12 56.21

比較 ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎

全国 516,574 16.05 18.42 37.44 39.55 40.69 9.62 144.77 13.77 55.18

本県 4,705 16.60 18.81 38.07 41.25 42.10 9.67 146.27 14.92 56.62

比較 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎

＊◎：全国平均以上　▲全国平均未満（単純比較）

＊平成２０･２１年度は、全国の全児童生徒を対象に調査。 年度 小５男子 小５女子

＊平成２２年度は、抽出調査（全国抽出率　１８．８％） Ｈ２０ 3 2

＊平成２３年度は、東日本大震災で中止。 Ｈ２１ 4 2

＊平成２４年度は、抽出調査（全国抽出率　１８．８％） Ｈ２２ 2 3

＊平成２５年度からは、全国の全児童・生徒を対象に調査。 Ｈ２４ 5 3

＊体力合計点は、８種目の調査項目の成績を１～１０点に得点化して総和した合計得点。 Ｈ２５ 7 4

Ｈ２６ 8 6

Ｈ２７ 7 7

Ｈ２７ 8 1

Ｈ２７ 10 1

Ｈ２６

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２４

Ｈ２５

35 5

Ｈ２１

Ｈ２２

中　止

上体起こし
回

長座体前屈
ｃｍ

反復横とび
点

シャトルラン
回

持久走児童数
握力
ｋｇ

Ｈ２０

全国平均以上の項目数

九州
順位

児童数
握力
ｋｇ

上体起こし
回

長座体前屈
ｃｍ

反復横とび
点

シャトルラン
回

持久走
５０ｍ走
秒

立ち幅とび
cm

ソフトボール
投げ　　ｍ

体力
合計点

全国
順位

32

27

33

20

12

中　止 中　止

6

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の年次比較について（小学校）

7

九州
順位

５０ｍ走
秒

立ち幅とび
cm

ソフトボール
投げ　　ｍ

体力
合計点

全国
順位

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

13 2

9

6

5

6

2

1

1

中　止

40

37

35

7

23 4
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【資料３】

中学校２年生男子

全国 377,595 30.05 26.76 43.02 50.52 83.48 395.71 8.06 195.32 21.30 41.50

本県 5,187 30.07 25.07 41.18 48.91 80.29 407.77 8.16 194.09 21.62 39.69

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 453,843 29.82 26.73 42.91 50.50 83.27 396.19 8.05 194.62 21.27 41.36

本県 5,091 29.85 25.20 41.53 49.52 80.29 404.04 8.19 192.72 21.49 39.89

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 90,624 29.70 26.98 43.08 51.04 84.49 395.46 8.04 195.37 21.23 41.71

本県 1,258 30.13 25.73 41.42 50.13 82.11 411.63 8.09 194.95 21.45 40.94

比較 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

Ｈ２３

全国 91,574 29.65 27.58 43.27 51.55 86.24 391.04 8.01 195.37 21.23 42.32

本県 1,338 29.55 26.54 41.59 51.70 85.59 392.98 8.04 195.13 21.70 42.12

比較 ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 532,639 29.21 27.58 43.11 51.08 84.98 393.90 8.04 193.68 21.01 41.78

本県 4,889 29.51 26.91 42.24 51.39 84.16 401.98 8.07 194.24 21.49 42.06

比較 ◎ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎

全国 540,750 29.00 27.45 42.92 51.31 85.29 392.89 8.03 193.43 20.86 41.74

本県 4,740 29.27 27.22 42.46 51.98 83.79 409.83 8.05 194.21 21.49 42.17

比較 ◎ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎

全国 516,763 28.93 27.43 43.08 51.62 85.56 392.63 8.01 194.05 20.65 41.89

本県 5,048 29.44 27.40 43.33 53.00 86.56 400.38 8.02 195.63 21.65 43.27

比較 ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎

中学校２年生女子

全国 356,677 24.24 22.26 44.53 44.57 56.47 292.62 8.89 166.66 13.56 48.38

本県 4,836 24.08 19.54 42.78 42.85 50.93 303.25 9.07 160.69 13.73 45.13

比較 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 430,199 23.98 22.08 44.39 44.56 56.35 294.25 8.90 166.02 13.40 47.94

本県 5,002 23.70 19.44 43.04 42.70 50.55 307.35 9.13 159.27 13.08 44.22

比較 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

全国 85,315 23.88 22.33 44.59 44.97 56.45 294.77 8.90 166.63 13.29 48.14

本県 1,314 23.51 19.80 42.53 43.43 52.41 299.44 9.09 160.78 13.60 45.36

比較 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

Ｈ２３

全国 87,651 23.98 22.84 45.00 45.46 57.87 292.23 8.87 167.13 13.12 48.72

本県 1,258 23.53 21.41 43.28 45.06 53.97 303.13 9.06 163.11 13.26 46.62

比較 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 507,282 23.76 23.03 45.12 45.27 57.20 292.71 8.88 166.18 12.97 48.42

本県 4,775 23.58 21.27 43.46 44.46 54.61 306.25 9.01 163.90 13.14 46.62

比較 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 514,404 23.70 23.07 45.23 45.63 57.77 290.64 8.87 166.53 12.88 48.66

本県 4,440 23.68 22.00 44.50 45.75 56.15 303.16 8.95 164.89 13.03 47.89

比較 ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲

全国 491,651 23.68 23.26 45.53 46.09 58.06 290.03 8.84 167.28 12.83 49.08

本県 4,835 23.91 22.40 45.19 46.60 56.97 308.49 8.89 168.37 13.26 49.04

比較 ◎ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ▲

＊◎：全国平均以上　▲全国平均未満（単純比較）

＊平成２０･２１年度は、全国の全児童生徒を対象に調査。 年度 中２男子 中２女子

＊平成２２年度は、抽出調査（全国抽出率　１８．８％） Ｈ２０ 2 1

＊平成２３年度は、東日本大震災で中止。 Ｈ２１ 2 0

＊平成２４年度は、抽出調査（全国抽出率　１８．８％） Ｈ２２ 2 1

＊平成２５年度からは、全国の全児童・生徒を対象に調査。 Ｈ２４ 2 1

＊体力合計点は、８種目の調査項目の成績を１～１０点に得点化して総和した合計得点。 Ｈ２５ 4 1

　　（中学校２年生は、持久走又はシャトルランからいずれか選択） Ｈ２６ 4 2

Ｈ２７ 6 4

7

Ｈ２６ 36 6

全国平均以上の項目数

中　止 中　止

Ｈ２４ 41 8

Ｈ２５ 41 7

Ｈ２６ 18 3

Ｈ２０ 43 8

反復横とび
点

シャトルラン
回

持久走
５０ｍ走
秒

立ち幅とび
秒

ハンドボール
投げ　　ｍ

生徒数
握力
ｋｇ

Ｈ２４ 24 3

Ｈ２５ 21 3

Ｈ２２ 33 6

中　止 中　止

Ｈ２１ 38 7

シャトルラン
回

持久走
５０ｍ走
秒

立ち幅とび
cm

ハンドボール
投げ　　ｍ

体力
合計点

全国
順位

九州
順位

Ｈ２０ 39 7

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の年次比較について（中学校）

生徒数
握力
ｋｇ

上体起こし
回

長座体前屈
ｃｍ

反復横とび
点

Ｈ２７ 11 2

Ｈ２７ 23 5

全国
順位

九州
順位

上体起こし
回

長座体前屈
ｃｍ

体力
合計点

Ｈ２１ 46 8

Ｈ２２ 45
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【資料４】

全国計

Ｈ２７大分県

全国との差

全国計

Ｈ２７大分県

全国との差

学校質問紙による調査結果（抜粋）

体育の授
業以外で
体力・運動
能力向上
の取組

体力・運動
能力向上
の目標設
定

体育授業
以外に運
動時間確
保の取組
の有無

生活習慣
改善の取
組の有無

家庭へ体
力向上に
係る説明・
呼びかけ

調査結果
を踏まえた
授業の工
夫・改善

担当教員
以外との
調査結果
の情報共
有

行った 行った 行った 行った 行った 行った 共有した

全国 87.2% 56.4% 87.4% 81.1% 67.8% 44.5% 74.7%

大分県 91.5% 74.3% 90.3% 85.3% 80.4% 66.8% 87.4%

全国 63.7% 56.7% 64.0% 66.6% 44.1% 43.0% 69.4%

大分県 81.6% 78.4% 84.3% 78.5% 63.0% 64.0% 77.9%

642.17 367.11 6.1% 14.9%

【中学生】

　　　　　 44.68 　　 　    15.46 0.5% 　　　　 ▲1.9%

597.49 351.65 6.6% 13.0%

【小学生】

児童・生徒質問紙による調査結果抜粋

区分

１週間当たりの運動実施時間平均（分） 1週間の総運動時間60分未満の割合

男子 女子 男子 女子

中
学
校

947.01

区分

１週間当たりの運動実施時間平均（分） 1週間の総運動時間60分未満の割合

男子 女子

　　　　　 33.03 　　 　   ▲ 3.1 2.1% 　　　　 ▲3.2%

男子 女子

質問項目

回答

小
学
校

913.98 653.99 7.1% 21.0%

650.89 5.0% 17.8%
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